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序序序序                    文文文文 

 

ブルキナファソの国民教育・識字省は、教育セクターの開発枠組みである「基礎教育開発戦略

プログラム（2012-2021）（PDSEB）
1
」を実施しており、基礎教育の質の改善として初等教育修了

率の向上などに取り組んでいます。特に、地方分権化とそれに伴う地方教育行政の能力強化にお

いて、地域住民の参画による「学校運営委員会（COGES）」は、学習環境の改善の担い手となる

ものと位置づけられており、PDSEB に全国の小学校への設置が活動目標のひとつに掲げられてい

ます。 

これまでわが国は、「学校運営委員会支援プロジェクト（PACOGES）フェーズ 1」によりパイ

ロット 4 州において COGES の設置及び能力強化を支援してきました。これにより提案された

COGES モデルを全国に普及するため、「COGES の構成員・役割に関する省令第 2013-029 号（2013

年 3 月）」が国民教育・識字省より発布されました。 

本省令により承認された COGES モデルをブルキナファソ全土に普及させることを目的に「学

校運営委員会プロジェクトフェーズ 2（PACOGES 2）」が要請されたことを受けて当機構は、2013

年 12 月に詳細計画策定調査団を派遣し、ブルキナファソ政府及び関係機関と詳細計画策定に関

する協議を行い、2014 年 2 月に同国政府と当機構ブルキナファソ事務所との間でプロジェクト実

施に係る討議議事録（Record of Discussions）を署名するに至りました。 

本報告書は、「学校運営委員会支援プロジェクトフェーズ 2」の要請背景及び案件形成の経過と

概略を取りまとめたものであり、今後の本プロジェクトの実施及び類似案件の形成にあたって活

用されることを願うものです。 

ここに、案件形成にご協力いただいた内外の関係者の方々に改めて深い謝意を表するとともに、

引き続き一層のご支援をお願いする次第であります。 

 

平成 26 年 3 月 

 

独立行政法人国際協力機構独立行政法人国際協力機構独立行政法人国際協力機構独立行政法人国際協力機構 

人間開発部長 戸田戸田戸田戸田    隆夫隆夫隆夫隆夫 

 

                                                        

1

 PDSEB では、「基礎教育へのアクセス改善」「基礎教育の質の改善」「ノンフォーマル教育の改善」「フォーマル・ノンフォ

ーマル教育の運営の改善」「PDSEB 実施のための運営管理の改善」の 5 つのプログラムを掲げている。 
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出所:Annuaire Statistique de l’Éducation Nationale 2010/2011, DEP/MENA Avril 2011 

 

 

州別人口（人口増加率による 2011 年推計） 

  州 男性 女性 計 

1 Boucle du Mouhoun ブクルドゥムフン州 805,295  826,026  1,631,321  

2 Cascades カスカード州 309,473  327,806  637,279  

3 Centre 中央部州 1,072,759  1,063,822  2,136,581  

4 Centre-Est 中央東部州 611,439  691,010  1,302,449  

5 Centre-Nord 中央北部州 646,687  728,693  1,375,380  

6 Centre-Ouest 中央西部州 621,428  727,356  1,348,784  

7 Centre-Sud 中央南部州 340,280  382,351  722,631  

8 Est 東部州 694,319  721,910  1,416,229  

9 Hauts-Bassins 上流域州 849,007  869,154  1,718,161  

10 Nord 北部州 625,787  718,110  1,343,897  

11 Plateau-Central 中部プラトー（平原部）州 365,450  420,296  785,746  

12 Sahel サヘル（砂漠地方）州 557,396  564,368  1,121,764  

13 Sud-Ouest 南西部州 340,030  368,306  708,336  

  計   7,839,350  8,409,208  16,248,558  

注：総面積は、約 27 万 4,000 km 2 (FAO, Aquastat 2005) 

出所：Annuaire Statistique 2011; Edition 2013, Institut National de la Statistique et de la Démographie 
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【サイト視察1】マカン COGES メンバー・地域住

民に対するヒアリングの様子 

 【サイト視察2】ウルグ・マネガ連絡協議会事

務局メンバーに対するヒアリングの様子 

 

 

 

 

 

【校長研修1】トウモロコシの例で COGES の機能

する要因について説明する研修講師 

【校長研修2】COGES の機能する要因について説

明する研修講師 

 

 

 

 

 

【校長研修3】グループワーク（学校活動計画）

の様子 

詳細計画策定調査 M/M の交換（左：国民教育・ 

識字省次官、右：原団長） 
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School Management 
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Développement 

Village Council for 

Development 
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DAC － 
Development Assistance 

Committee 
開発援助委員会 
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Directorate/Director of 

Adiministration and Finances 

（国民教育・識

字省）管理・財
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DAMSSE  
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Department of Specific Means 

Allocation to Educational 
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Global Partnership for 
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Territoriale et de la Sécurité 

Ministry of Regional 

Administration and Security 

地域行政安全保

障省 

MDGs － 
Millennium Development 
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Ministry of National Education 
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国際協力機構人間開発部基礎教育二課 

１．案件名 

国 名：ブルキナファソ 

案件名：和名 学校運営委員会支援プロジェクトフェーズ 2 

英名 School Management Committee Support Project Phase 2 

 

２．事業の背景と必要性 

（1）当該国における教育セクターの現状と課題 

ブルキナファソにおいては、教育の量的拡大については着実に進捗しつつある一方で、急

激な就学学齢人口の増加により、学習環境の悪化や学習の質が低下しており、2015 年までに

ミレニアム開発目標（Millennium Development Goals：MDGs）1
を達成することは困難な状況

にある。初等教育の修了率は 2010 年で 45.1％とまだ半分に満たない状況にあり、アフリカ

近隣諸国 10 カ国

2
と教育指標を比較した場合、ニジェールの次に低いという状況にある

3
（世

銀「World Data Bank」）。フランス語圏を対象として実施されている学力調査（PASEC4
）の同

国（5 年生テスト）を経年比較すると、フランス語及び算数において 40％以上の正解率を得

た生徒の割合は、1995～1996 年の 60％から 2006～2007 年の 34.8％と著しく悪化している（世

銀 2010）。この学習成果の低下理由として、教員・教室不足など学校環境が劣悪な地域の子

どもたちや子どもの教育に対する保護者の関心・支援が低い子どもたちが就学するようにな

ったことが考えられる（世銀 2010、L’équipe national PASEC）。このような状況を踏まえ、

教員数の不足や教室の過密状態の改善とともに地域・家庭への働きかけが必要とされている。 

 

（2）当該国における教育セクターの開発政策と本事業の位置づけ 

ブルキナファソ教育セクターの予算支出は 2000 年 GDP の 3.6％から 2010 年 4.5％と教育

セクターへの支出を増やしており（世銀 2012）、教育のためのグローバル・パートナーシッ

プ（Global Partnership for Education：GPE）フレーム枠で推奨されている 3.5％を上回ってい

るものの、上記（1）のとおり十分な成果を出せていない状況にある。この主な要因のひと

つとして過度な中央集権による非効率な教育行政の問題が指摘されている。 

このため、ブルキナファソ政府は 2007 年の新教育基本方針の制定により教育制度の改革

に着手し、地方分権化・地方への権限移譲を推進している。具体的には地方自治体へ学校運

営に関する権限を委譲しようとしているが、これと併せて各学校に住民参加による学校運営

委員会を設置し、学校レベルの運営管理を行うとともに、学習成果や教員の行動などを監視

                                                        
1 ミレニアム開発目標において、目標 2 として初等教育の完全普及の達成（すべての子どもが男女の区別なく初等教育の全課

程を修了できるようにする）を掲げている。 
2 セネガル共和国、マリ共和国、ニジェール共和国、カメルーン共和国、ケニア共和国、ザンビア共和国、エチオピア連邦民

主共和国、ウガンダ共和国、ルワンダ共和国、マラウイ共和国（以下、「セネガル」「マリ」「ニジェール」「カメルーン」「ケ

ニア」「ザンビア」「エチオピア」「ウガンダ」「ルワンダ」「マラウイ」と記す）。 
3 http://databank.worldbank.org/data/home.aspx（アクセス 2012 年 5 月 28 日） 
4 Programme d’Analyse des Systèmes Educatifs de la CONFEMEN：PASEC 
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する責任をもたせることを推進している

5
。 

しかしながら、こうした方針の具現化は進まず、十分に住民が参加し学校運営にあたると

いう状況になかったことから、ブルキナファソは西アフリカにおける住民参加型学校運営支

援の経験のあるわが国に対して、住民参加が円滑に機能するための技術支援を要請した。 

これを受けて、わが国は 2009 年より機能する COGES のモデルを形成するため「学校運営

委員会支援プロジェクト（Le Projet d’Appui aux Comités de Gestion d’École：PACOGES）フェ

ーズ 1」によりパイロット 4 州において COGES の設置及び能力強化を支援してきた。この

結果、パイロット 4州の 99％の学校で住民参加により学校運営委員会が設立されるとともに、

95％の学校において学校活動計画を策定し、活動を実施するに至った。このことから、ブル

キナファソ政府はこれを全国普及のモデルとして正式に位置づける省令「COGES の構成員・

役割に関する省令第 2013-029 号（2013 年 3 月）」を発布した。また、これに先立ちブルキナ

ファソ「基礎教育開発戦略プログラム（2012-2021）（Programme de Développement Strategique 

de l’Education de Base：PDSEB）」においても COGES の全国・全小学校への設置が活動目標

のひとつとして掲げられた。 

今次プロジェクトは、本省令により承認された COGES モデルをブルキナファソ全土に普

及させるに際して、ブルキナファソより改めて技術支援が要請されたことから実施するもの

である。 

 

（3）教育セクターに対するわが国及び JICA の援助方針と実績 

わが国は、MDGs 目標達成に向け、2010 年 9 月の国連総会において 2011 年から 5 年間、

教育分野へ 35 億ドルの支援を行うことを発表し、日本の教育協力政策 2010-2015 の中で基礎

教育支援モデル「スクール・フォー・オール」を提唱している。第 5 回アフリカ開発会議（Tokyo 

International Conference on African Development：TICAD Ⅴ）では、6 つの重点分野の 1 つと

して、「万人が成長の恩恵を受ける社会の構築」が謳われ、教育機会の拡大、及びすべての

段階の教育の質の向上を重視するとしており、学校運営改善や理数科教育を通じた 2,000 万

人の子どものための教育の質の向上に貢献していくとしている。本事業はこの方針に適合す

るものである。 

なお、2012 年に、「対ブルキナファソ国別援助方針」が定められているが、そこでも教育

の質の改善プログラムとして包括的な教育の質の向上が柱として位置づけられている。 

 

（4）他の援助機関の対応 

1）世界銀行 

「第 3 次・基礎教育プログラム支援無償資金協力」（事業額 約 3,500 万米ドル）により

前期中等教育に焦点を当てた学習達成度評価システムの開発、理数科教員をめざす学生へ

の遠隔教育プログラムの設置等の協力を実施した（2012）。今後の計画として、前期中等

教育の促進を目的とした活動を実施予定であり、具体的な活動として COGES パイロット

活動が予定されている（事業額約 5,000 万米ドル）。    

                                                        
5 「学校運営委員会（Comité de Gestion d’École：COGES）」は、2008 年 5 月に発出された法令第 2008-236 号において、学習環

境の改善の担い手となるものと位置づけられた。 
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2）国連児童基金（ユニセフ）（United Nations Children's Fund：UNICEF） 

保護者への啓発活動を通した学校環境づくり及び学校クラブ活動（教室清掃、学校菜園、

スポーツ等）を通した教育の質の向上活動をブルキナファソ 2 県約 300 校を対象に実施し

ている（事業額 約 930 万米ドル）。 

 

3）フランス開発庁（Agence Française de Développement：AFD） 

基礎教育開発支援特別勘定（コモンバスケット）（Compte d’affectation spéciale du Trésor：

CAST）に 700 万ユーロの財政支援を実施している（2012-2014）。また、二国間プロジェク

ト型援助として、前期中等教育・ノンフォーマル教育（特に識字教育と職業訓練学校）へ

の支援を行っている（2012-2014）。 

 

３．事業概要 

（1）事業目的（協力プログラムにおける位置づけを含む） 

本事業は、ブルキナファソ全土に COGES を設置し、その運営能力の強化、持続的モニタ

リング支援体制の確立、コミュニティ参画を通した学習成果向上のための活動や学校補助金

などのリソース運営管理に係る事例の提示を行う。また、住民参加型の学校運営改善を図り、

もって初等教育のアクセスと教育の質の改善に寄与することを目的としている。なお、類似

のニジェール/みんなの学校プロジェクトでは、全国で 2 万 1,415 教室の整備が行われ、就学

率 50％（2003/2004）から 76.1％（2010/2011）と大幅に改善し、卒業試験の合格率の向上に

も貢献したことなどが確認されており、ブルキナファソにおいても同様の貢献が期待される。 

 

（2）プロジェクトサイト/対象地域名 

ブルキナファソ 全 13 州 45 県 

 

（3）本事業の受益者（ターゲットグループ） 

・直接受益者：国民教育・識字省（Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation：

MENA）・基礎教育総局（Direction Générale de l’Education de Base：DGEB）・

COGES 調整部職員（約 10 名）、国民教育識字・州局（Direction Régionale de 

l’Education Nationale：DRENA）・国民教育識字・県局（Direction Provinciale de 

l’Education Nationale：DPENA）関係者（約 60 名）、視学官事務所（Circonscription 

d’Education de Base：CEB）の行政官（約 1,200 名）、コミューン関係者（約

1,100 名）。 

・最終受益者：全校小学校（約 1 万 1,800 校）、就学児童（約 230 万 6,600 名）、小学校教諭

（約 4 万 4,110 名）、小学校校長（約 1 万 1,800 名） 

 

（4）事業スケジュール（協力期間） 

2014 年 5 月～2017 年 4 月を予定（計 36 カ月）。 
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（5）総事業費（日本側） 

約 3 億 4,000 万円（暫定） 

 

（6）相手国側実施機関 

ブルキナファソ・国民教育・識字省（MENA） 

 

（7）投入（インプット） 

1）日本側 

・長期専門家 3 名（①副チーフアドバイザー/研修計画、②COGES 能力強化、③業務調整/

モニタリング） 

・短期専門家（①チーフアドバイザー、②その他必要に応じて派遣する短期専門家） 

・機材供与（車輌、コピー機） 

・日本あるいは第三国における研修実施の費用 

・在外事業強化費（研修、共有セミナー、ワークショップ、ベースライン調査等経費） 

 

2）ブルキナファソ側 

・カウンターパート人材 

国民教育・識字省（MENA）・基礎教育総局（DGEB）・COGES 調整部職員、国民教育識

字・州局（DRENA）・国民教育識字・県局（DPENA）関係者、視学官事務所（CEB）の

行政官、コミューン関係者、小学校校長、小学校教諭 

・プロジェクト執務室、執務室維持経費 

・全国普及予算：15 億 FCFA（約 3 億 2,700 万円相当

6
） 

 

（8）環境社会配慮・貧困削減・社会開発 

1）環境に対する影響/用地取得・住民移転 

a）カテゴリー分類（A、B、C を記載）C 

b）カテゴリー分類の根拠 

本事業は、「国際協力機構環境社会配慮ガイドライン」（2010 年公布）に掲げる影響を

及ぼしやすいセクター・特性及び影響を受けやすい地域に該当せず、環境への望ましく

ない影響は最小限であると判断されるため。 

 

2）ジェンダー・平等推進・平和構築・貧困削減 

本事業では、COGES 設立に先立つ住民啓発活動では COGES 委員に女性を含めることや

女性の就学促進に資する COGES の活動事例を周知する等の活動を行うことで、女性の参

画促進に配慮する。 

 
  

                                                        
6 1XOF＝0.218 円（1 月レート）（｢JICA 業務実施契約、業務委託契約における外貨換算レート表」参照） 
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（9）関連する援助活動 

1）わが国の援助活動 

わが国は、2008 年より 3 つの技術協力プロジェクト「初等教育理数科現職教員研修改善

計画（SMASE）7 フェーズ 1」（2008-2011）、「学校運営委員会支援プロジェクトフェーズ

1」（2009-2013）、「初等教育理数科現職教員研修改善計画（SMASE）フェーズ 2」（2012-2015）

を実施している。また、教室不足の問題を改善するため、無償資金協力による「第 1 次～

5 次小学校建設」

8
（1995-2013）や教員不足の問題を改善するための「サヘル地方初等教

員養成校建設計画」（2009-2010）9
を実施している。これら一連の取り組みにより、ブルキ

ナファソの教育のアクセスと質の改善に取り組んでいる。 

 

2）他ドナー等の援助活動 

ブルキナファソが掲げる国家戦略である PDSEB に係る支援において、世界銀行は 7 分

野

10
に関与している。このなかで、前期中等教育における COGES 設置（中等 COGES パイ

ロット）を計画しており、これまでの初等教育を対象とした PACOGESフェーズ 1のCOGES

モデルのノウハウと知見を共有しつつ、本取り組みに対する必要に応じた支援と連携が期

待されている。 

コモンバスケット〔総額約 350 億円（国民教育・識字省 2011c）〕において、JICA が提

案した COGES モデルを全国普及する際の研修等の実施費用として約 15 億 FCFA（約 3 億

2,700 万円相当）の措置が予定されている（2014 年度予算に初年度分として 5 億 FCFA が

既に予算計上されている）。同財源は、2014 年度予算ではフランス開発庁（AFD）、UNICEF

のほか、カナダ、デンマーク王国、スイス連邦、ルクセンブルク大公団（以下、「デンマ

ーク」「スイス」「ルクセンブルグ」と記す）からの出資のほか、世界教育パートナーシッ

プ基金（GPE）11
からの資金援助のための合意を得ており（GPE からは 2014～2016 年を対

象に総額 7,820 万米ドル）、技術協力の成果を財政支援によりスケールアップすることが期

待される。 

 

４．協力の枠組み 

（1）協力概要 

1）スーパーゴール 

初等教育のアクセス並びに学習の質が改善される。 

                                                        
7 教師が一方的に授業を行う教師中心型の授業から、教員の創意工夫を促すことにより生徒の主体的な学びを促進する

ASEI/PDSI〔Activity（活動）、Student-centered（生徒中心）、Experiment（実験）、Improvisation（身近なものを利用する工夫）

/Plan（計画）、Do（実施）、See（評価）、Improve（改善）〕の要素を含んだ理数科を対象にした実践的かつ具体的な教授法や

教科指導方法に係る現職教員研修の取り組み 
8 「第 5 次小学校建設計画」により南西部及び中央東部地域での小学校建設を実施中である。（2013 年 11 月現在） 
9 サヘル地方セノ県ドリ市に初等教員養成校を建設 
10 ①複式学級の授業法の開始、②教育の分権化過程での学校建設に係る学校・地域ベースの学校運営管理の拡大、③中等理数

科教員をめざす学生のための遠隔教育プログラムの設置、④基礎教育における学習時間の増加、⑤初等・中等教育学習達成

度評価システムの着手、⑥技術教育・職業訓練に係るダブル実習システムの導入、及び、⑦後期中等学校における学校保健・

栄養・HIV-AIDS 学習カリキュラムの開発 
11 普遍教育の実現を支援するコモンファンド〔旧 Education for All/Fast-Track Initiative（EFA/FTI）〕。同基金のブルキナファソ

での代表は、フランス開発庁（AFD）。（2013 年 11 月現在） 
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指標：初等教育の就学率、中退率、進級率及び修了率 

 

2）上位目標と指標 

全国の小学校の参加型学校運営が改善される。 

指標 1：各学校の就学者数（男女別） 

指標 2：COGES により設置された仮設教室数 

指標 3：補修授業時間数 

指標 4：自主学習（家庭でのグループ学習を含む）時間数 

 

3）プロジェクト目標と指標 

全国の小学校において COGES が機能する。 

指標 1：学校活動計画の活動を実施した COGES の割合（％） 

指標 2：民主的な選挙により設立された COGES の割合（％） 

指標 3：学校活動計画を策定し、総括表を策定した COGES の割合（％） 

指標 4：学校活動計画、及び総括表の回収率（％） 

指標 5：参加型学校運営管理への住民参加度・財政的貢献度 

 

4）成 果 

成果 1：COGES が全国で設置され、関係者

12
の能力が強化される。 

成果 2：COGES の持続的なモニタリング支援システム

13
が強化される。 

成果 3：コミュニティ参画を通した COGES による学習成果向上活動の有効性が実証

され、全国で共有される。 

成果 4：COGES のリソース運営管理システム

14
が強化され、COGES の能力が強化され

る。 

 

５．前提条件・外部条件（リスク・コントロール） 

（1）前提条件 

・学校運営に係る政策が継続される。 

・全国展開のための予算が国民教育・識字省（MENA）から執行される。 

 

（2）外部条件 

・国民教育・識字省（MENA）から、COGES 全国普及予算が活動計画に沿って措置される。 

・学校運営に係る地方分権化政策が維持される。 

・研修を受講した COGES 委員の大部分が任期終了前に離任しない。 

・ブルキナファソの治安が急激に悪化しない。 

 

                                                        
12 国民教育・識字省（MENA）・基礎教育総局（DGEB）・COGES 調整部職員、国民教育識字・州局（DRENA）・国民教育識字・

県局（DPENA）関係者、視学官事務所（CEB）の行政官、コミューン関係者、小学校校長、小学校教諭 
13 COGES 関係者の定期会合 
14 COGES への補助金、学校給食、教材の管理 
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６．評価結果 

本事業は、ブルキナファソの開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策に合致している。また、

効果的なアプローチと適切な計画性が認められることから実施の意義は高い。 

 

７．過去の類似案件の教訓と本事業への活用 

（1）類似案件の評価結果 

PACOGES フェーズ 1 の立案の基礎となったニジェールの「みんなの学校プロジェクト」

（2004 年～）では、住民参加によって学校運営の改善手法を生み出し、モデル化

15
に成功し

た。本モデルが国家承認され、世界銀行の資金で全国普及されることで住民の教育改善支援

活動により、入学率や生徒の学習時間の増加などに大きく貢献した。これらの成果により、

TICAD IV（2008）横浜行動計画にて「地方教育行政の能力向上と『みんなの学校』プログラ

ムを通じた民主的な学校運営の能力強化を促進」することが宣言され、TICAD V（2013）で

は「学校運営改善『みんなの学校プロジェクト』の拡充支援」が改めて合意された。なお、

本モデルは、ブルキナファソのほかにも、西アフリカ周辺国のマリ、セネガルへと普及

16
さ

れ、ニジェールと同様の成果を生みつつある。 

 

（2）本事業への教訓 

上記（1）に述べた「みんなの学校プロジェクト」からの教訓の活用により、フェーズ 1

では 2．（2）に記載のとおり COGES モデルの形成に成功しており、引続き以下の事項を本

事業の教訓として活用する。 

 

1）住民参加によって学校運営を改善する手法 

先行案件であるニジェールみんなの学校プロジェクトでは、COGES の機能化を目的と

した住民参加による学校運営改善のため、地域住民を巻き込んだ COGES の組織構築に取

り組んだ。本取り組みは、以下 3 つの方策に分類することができ、学校運営改善に大きく

寄与したことから本案件にもこれらの手法を活用する。 

 

・ 保護者、地域住民が信頼できる COGES メンバーを選出する。（民主的選挙） 

・ 選出された COGES メンバーを中心に、学校関係者全体で問題を解決する計画書の策

定と活動を実施する。（学校活動計画の策定と実施） 

・ 学校関係者全体で活動の実施報告を行う。（活動と会計の透明性を確保） 

 

2）持続可能なモニタリングシステム 

既存のモニタリングは、行政官が直接 COGES を訪問し、助言・指導を行う巡回型モニ

タリングであった。しかしながら、巡回時のガソリン代の捻出に限界があり、継続的なモ

ニタリングとしては不十分であったことから、本案件の前フェーズでは巡回型モニタリン

                                                        
15 みんなの学校モデルとは、ミニマムパッケージとして（「民主的選挙」「参加型学校運営手法研修」「持続可能なモニタリン

グシステム」）を位置づけている。 
16 セネガル（2007 年～）、マリ（2008 年～2012 年 4 月クーデターにより一時中断）、ブルキナファソ（2009 年～） 



 

viii 

グに加え、視学官による定例会議、コミューン-COGES 調整会議

17
を導入することで定期

的に COGES の活動状況を共有するシステムを試行した。また、西アフリカ周辺国の「み

んなの学校プロジェクト」では、県及び州レベルにおいて「小学校修了資格取得率向上」

などの目標を設定し、その目標達成に向けたフォーラムアプローチ

18
を導入したことから、

本案件では当モニタリング支援体制を教訓としつつ生かすことが期待される。 

 

3）住民に対する教育の質に資する能力強化研修 

住民参加型で、子どもたちの学力向上に必要な活動を学校活動計画に組み込むことによ

り、生徒の学習時間の増加

19
、小学校修了率の向上

20
などの成果につながっていることから、

これらの取り組みを全国へも周知する取り組みを実施する。 

 

８．今後の評価計画 

（1）今後の評価に用いる主な指標 

4．（1）のとおり。 

 

（2）今後の評価計画 

・ 事業開始後 1 年以内 ベースライン調査 

・ 事業開始 18 カ月 運営指導調査 

・ 事業終了 6 カ月前 終了時評価 

・ 事業終了前 1 年以内 エンドライン調査 

・ 事業終了 3 年後 事後評価 

 

                                                        
17 県、もしくは州内の COGES 代表、行政官、自治体関係者が定期的に（年 2、3 回）集まり、地域の教育行政の現状や課題

について、連絡と協議を行うための共有会 
18 ひとつの目標を県・州レベルで設定し、COGES をとりまく関係者（行政官、自治体関係者、ドナー等）がその内容を共有

したうえで目標達成に向けたアプローチ 
19 ニジェールみんなの学校プロジェクト 2012-2013 年の活動では、9,531 校（1 万 3,366 校中）で 1 校当たり平均 77 時間の補

習授業が確保された。 
20 ブルキナファソ PACOGES 1 では、3 カ月間の活動期間内でパイロットサイト 6 校（10 校中）において 24～52％の卒業率の

向上がみられた。 
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第１章第１章第１章第１章    調査の概要調査の概要調査の概要調査の概要 

 

１－１ 詳細計画策定調査 

（1）調査目的 

ブルキナファソ政府による「基礎教育開発 10 カ年計画（Plan Décennal de Développement de 

l’Education de Base：PDDEB 2002-2011）」の実施により、同国の基礎教育へのアクセスは大

幅に改善された。2012 年から「基礎教育戦略開発プログラム（PDSEB 2012-2021）」に基づ

き、基礎教育へのアクセス・質の向上、ノンフォーマル教育の発展と教育行政の地方分権化

政策に係る取り組みが行われているが、急激な就学学齢人口の増加により、学習環境の悪化

や、学習の質の低下がみられるなど、新たな課題も浮き彫りとなっている。 

当機構は、2009 年 10 月から 2014 年 3 月までの 4 年 5 カ月間、機能する学校運営委員会

（COGES）の設置と活動の促進、コミューン自治体による教育行政と学校運営委員会

（COGES）の連携組織の導入（コミューン-COGES 連絡協議会）、活動の成果としての就学

の拡大や学習時間の増加など、多面的な貢献が認められた。 

フェーズ 1 の効果と実証結果を基盤としてブルキナファソ政府は機能する学校運営委員会

（COGES）の全国普及を決定し、国民教育・識字省（MENA）は全国普及に係る担当室（地

方分権化学校運営調整室）を設置、同室の活躍が期待されている。 

ブルキナファソ政府は、これまでの同プロジェクトの取り組みを高く評価し、全国普及に

向け、質を確保した取り組みが重要となること、また設置された地方分権化学校運営調整室

の能力強化、及びコミューン自治体と学校運営委員会（COGES）間の連携の安定化について、

取り組みの一層の強化を図るべく、日本政府に対し「学校運営委員会支援プロジェクト

（PACOGES）フェーズ 2」の協力要請がなされ、これを受け本調査団が派遣された。 

 

（2）調査目的・方法 

1）調査の目的 

本調査の主な目的は、次のとおり。 

    

a）2014 年 3 月に終了するフェーズ 1 の成果、ブルキナファソ政府からの協力要請の背景・

内容等を踏まえ、ブルキナファソ政府関係機関及び他ドナーとの協議を経て、プロジ

ェクトデザイン案を作成し、ブルキナファソ側と合意する。 

b）プロジェクトの実施にあたり必要な情報を現地調査を通じて収集する。 

・ フェーズ 1 のプロジェクトの達成状況の再確認 

・ フェーズ 2 における課題と重点事項及び協力の要請内容 

・ フェーズ 2 の実施に必要な情報の収集 

① 上位計画・開発戦略等の分析 

② 他ドナーの情報収集・分析 

③ 地方分権化の現状分析 

④ 予算・人員等の情報収集・現状分析 

c）現地調査において、フェーズ 2 の実施に向けて作成したミニッツ案につき、ブルキナ

ファソ側と協議する。 
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d）フェーズ 2 の枠組みを評価 5 項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト、自立発展

性）の観点から評価を行う。 

e）2014 年 5 月からのフェーズ 2 開始をめざして、本調査終了後に調査結果に基づく諸手

続きを行い、当機構ブルキナファソ事務所を通じ R/D が締結されるよう、必要な手配

を行う。 

 

2）調査の方法 

a）主な調査作業 

本調査における主な方法・作業は、文献調査、質問票調査、面談・聞き取り調査、視

察、である。作業別の主な調査先・対象は、次のとおり。 

    

ア）文献調査（付属資料 4．の「主要参考資料一覧」を参照） 

・ 本案件要請書 

・ PACOGES 事業評価調査・運営指導報告書、月報、COGES ガイド、他資料 

・ 基礎教育開発戦略プログラム（10 カ年計画）2012-2021 年（PDSEB）を含む、ブ

ルキナファソの教育セクターにおける主要政策文書 

・ 地方自治体法、地方教育行政法等、地方分権と教育行政に係る法律・省令・規定

などの法令文書 

・ ドナー調整（パートナーシップ枠組み）及び協力事業に係る文書、ほか 

    

イ）質問票・聞き取り調査 

・ 国民教育・識字省の基礎教育総局（DGEB）ほか、MENA 関係部局 

・ 学校運営委員会（COGES） 

・ 学校教職員 

・ 児童生徒 

・ コミューン- COGES 連絡協議会（Coordonation Communale des COGES：CCC） 

・ 開発パートナー組織（ドナー、NGO） 

    

ウ）視 察 

・ 中央プラトー州ウブリテンガ県アブスヤコミューン、モカン小学校 

・ 中央プラトー州ウブリテンガ県アブスヤコミューン、ナブドゲン小学校 

・ 中央プラトー州ウブリテンガ県ウルグマネガコミューン-COGES 連絡協議（CCC） 

・ 中央北部州バム県（3 会場）、サマンテンガ県（3 会場）の校長研修 

以上の面談者の詳細は、付属資料 3．を参照。 

 

b）プロジェクト評価方法 

プロジェクトの事前評価は、『新 JICA 事業評価ガイドライン第 1 版』（JICA 評価部 2010

年 6 月）に準じて行われた。その方法は、本詳細計画策定調査で策定されたプロジェク

トの枠組み（ブルキナファソ政府と合意されたプロジェクト・デザイン・マトリックス

（Project Design Matrix：PDM）案、すなわちプロジェクト目標、上位目標、成果、活動、
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投入、前提条件、外部条件、等）の内容について、表 1-1 に示す DAC/OECD 評価 5 項

目（妥当性、有効性、効率性、インパクト、持続性）の視点から分析するとともに、「特

に、事業の必要性、妥当性、目的、内容、効果（有効性）、外部要因・リスク等を把握

したうえで、事業計画の適切性を検証」した

1
。 

 

表１－１ 評価 5 項目 

評価項目 事前評価分析の基準あるいは視点 

妥当性 
当該国の開発計画、援助ニーズ、ターゲットグループ・相手国・ドナ

ーの優先度並びに政策・方針との整合性の度合いを判断する。 

有効性 
開発援助の目標の達成度合いを測る尺度として、達成見込み等を判断

する。 

効率性 

インプットに対するアウトプット（定性並びに定量的）を計測する。

開発援助が期待される結果を達成するために最もコストのかからな

い資源を使っていることを示す経済用語であり、最も効率的なプロセ

スが採用されたかを確認する。 

インパクト 

開発援助によって直接または間接的に、意図的または意図せずに生じ

る、正・負の変化。開発援助が、地域社会・経済・環境並びにその他

の開発の指標にもたらす主要な影響や効果を含み、上位目標の達成見

込みや、波及効果を判断する。 

持続性 

ドナーによる支援が終了しても、開発援助による便益が継続するかを

測る。開発援助は、環境面でも財政面でも持続可能でなければならな

いため、政制度面、組織財政面、技術面、社会文化的配慮事項を分析

する。 

参照：JICA 評価部『新 JICA 事業評価ガイドライン第 1 版』（JICA 評価部 2010 年 6 月） 

 

（3）団員構成・日程 

本調査の団員構成、現地調査日程は表 1-2、1-3 のとおり。 

 

表１－２ 調査団員構成 

担当分野 氏 名 所属・職位 

団長/学校運営 原 雅裕 
JICA 人間開発部基礎教育グループ 

インハウスコンサルタント 

協力企画 齋藤 由紀子 JICA 人間開発部基礎教育第二課 特別嘱託職員 

評価分析 小島 京子 株式会社レデス  代表 シニアコンサルタント 

 

  

                                                        
1 『新JICA事業評価ガイドライン第1版』第2章2-1-2「評価5項目の視点からのデータ解釈」を参照。 
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表１－３ 現地調査日程 
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（4）主要面談者 

＜国民教育・識字省＞ 

M. Winson Emmanuel GOABAGA 次官 

M. KORBEOGO Sibiri 基礎教育総局長 

M. SOULAMA V.Abdoul Rachid 運営管理財務局長 

M. PARADNAM Hamidou 教育機関敷材調達局、学校給食事業コーディネーター 

M. Edouard Fortune Lalloge 国民教育省・研究計画局、協力室、事業モニタリング 

Mme. KONFE/TASSENDEDO Fatimata PACOGES ナショナルコーディネーター 

M. Yabré Joseph Diabouga PACOGES フォーカルポイント 

Mme. COMBARY Djénéba Arlelte ノンフォーマル教育センター・サテライト校サービス

事業・モニタリング担当 

M. ZOUNDI Boubacar ノンフォーマル教育センター・サテライト校サービス

事業 

M. BAGRE Lazare 省コミューン自治体リソース移譲促進担当 

 

＜国民教育・識字省中央プラトー州/ウブリテンガ県＞ 

M. DIABOUGA Y. Joseph 州局住民参画担当 

M. KINDA Adama Gurgou-Manéga 視学官事務所 住民参画担当 

M. Kyenobrebeogo Chris Vojhe Ourgou-Manéga 視学官事務所 住民参画担当 

パイロットプロジェクト対象小学校 校長、教員、APE 代表、AME 代表、COGES メンバー 

ウルグ-マネガ連絡協議会 試行部メンバー 

 

＜他ドナー＞ 

M. Adama Ouedraogo 世銀 シニア教育専門家 

M. Damase Zouré Aide et Action コーディネーター 

M. Bagre Lazare ULA/MENA プロジェクトモニタリング・評価、情

報管理担当 

M. Bernadm D Bationo UNICEF 教育担当 

M. Louise Hebert Ambassade Canada 一等書記官 

M. Nebie Auguste Ambassade Canada 公共財政担当 

Mme. Felicite Seewadog Ambassade Canada 教育・ジェンダー担当 

 

＜在ブルキナファソ日本国大使館＞ 

迫  久展 公使参事官 

遠藤 聡子 専門調査員 

 

＜JICA / PACOGES 専門家＞ 

森下 拓道 JICA 事務所長 

木下 晶子 JICA 事務所 企画調査員 

M. Clement Traore JICA 事務所 教育セクターインハウスコンサルタ
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ント 

松谷 曜子 PACOGES 専門家 チーフアドバイザー/学校運営 

杉本 記久恵 PACOGES 専門家 業務調整/COGES モニタイング 

太田 恵美 PACOGES 専門家 業務調整/能力強化 

 

１－２ 実施協議 

詳細計画策定調査の結果を踏まえ、JICA ブルキナファソ事務所を通じてプロジェクトの詳細に

ついて先方とさらに協議を重ね、プロジェクト実施について合意に至った。合意内容は討議議事

録（Record of Discussions: R/D）にまとめられ、2014 年 2 月 10 日に JICA ブルキナファソ事務所

長、ブルキナファソ国民教育・識字大臣及び財務大臣の三者の間で署名が交わされた。 
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第２章第２章第２章第２章    調査結果概要調査結果概要調査結果概要調査結果概要 

 

２－１ ブルキナファソにおける基礎教育開発政策 

２－１－１ 教育行政・制度改革 

ブルキナファソ政府は、2007 年の教育基本法

2
の制定により教育制度改革に着手し、初等教

育 6 年間としていた義務（無償）教育を、初等教育及び前期中等教育を含む 10 年間に改めた。

同制度改革による無償教育学齢人口の増大と、基礎教育開発 10 カ年計画（PDDEB）の実施を

通じて、過去 10 年（2001/02～2011/12 学校年）に、学校数を 2.14 倍に増設し、総就学率

3
を年

間 3.3％の伸び率で男女平均 79.6％（女子は 78.1％）に、初等教育入学率（第 1 学年）

4
を約 1.7

倍（49.3％から 88.3％）に、女子の場合は 2 倍以上（40.2％から 86.9％）とする、大きな進展

をみせた（PDSEB 2012-2021, 3.1.2）。しかしながら、万人のための教育（Education for All：EFA）

開発指標では 120 カ国中 119 位に位置し、周辺諸国と比して教育状況は悪く、ジェンダー格差

においては、表 2-1「男女別の総就学率（％）の変化（2000/01～2010/11 年）」でもみられるよ

うに、依然として男女差があり、現在もなお大きな課題である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出所：PDSEB 2012-2021, 第 3 章, 3.2. Situation des interventions anérieures 
 

図２－１ 男女別の総就学率（％）の変化（2000/01～2010/11） 

 
  

                                                        
2 Loi no.013-2007 juillet 2007 loi d'orientation de l’éducation（改正・教育基本法） 
3 総就学率は、年齢にかかわらない全就学児童のうち学齢児童が占める割合（就学児童数/当該学齢全児童数） 
4 入学率は、第 1 学年入学学齢（6 歳）児童数が当学齢児童人口に占める割合（当該学齢入学児童数/当該学齢全児童数） 
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表２－１ EFA 開発指標と MDG 教育指標の各国比較（2010 年値）

5

 

国名 

EFA 

開発指標 

（EDI） 

国別 

EDI 順位 
純・就学率 

ジェンダー（格差）

EFA 指標（GEI） 

初等 5 年 

生残留率 

15 歳以上 

成人識字率 

ガーナ 80％ 97 84％ 91％ 78％ 67％ 

セネガル 71％ 109 78％ 82％ 74％ 50％ 

ギニア 63％ 114 77％ 82％ 69％ 41％ 

マリ 61％ 118 62％ 68％ 84％ 31％ 

ブルキナファソ 59％ 119 58％ 75％ 75％ 29％ 

ニジェール 53％ 120 57％ 61％ 64％ 29％ 
出所：EFA Global Monitoring Report 2012, UNESCO 2012 

 

学校・教室数は増加されたものの、1 教室当たり生徒数の過剰や、教員 1 人当たり生徒数の

過剰がみられ、学齢人口の急増に対応しきれない地域はいまだ多い

6
。教員不足や学校施設基準

を満たさない仮設教室（PDSEB によれば 14％に上る）のために、国家カリキュラムに準じた

授業が提供できないなど、教育の質や学習達成度に問題を抱えている

7
。 

 

表２－２ 初等教育試験（CEP）結果－合格率（％）2010 年次セッション 

 
州 男子平均 女子平均 州平均 

1 Boucle du Mouhoun 69.2 61.3 65.4 

2 Cascades 60.0 53.9 57.3 

3 Centre 76.2 72.2 74.1 

4 Centre-Est 73.5 64.8 69.3 

5 Centre-Nord 73.6 64.8 69.5 

6 Centre-Ouest 64.5 55.1 60.1 

7 Centre-Sud 66.8 59.3 63.0 

8 Est 65.0 59.1 62.2 

9 Hauts-Bassins 65.0 60.4 62.8 

10 Nord 74.8 65.0 70.3 

11 Plateau-Central 7.0 62.3 66.1 

12 Sahel 61.0 55.2 58.4 

13 Sud-Ouest 67.3 53.1 60.8 

 
全国平均 69.3 62.3 65.9 

注：青いハイライトは、PACOGES フェーズ１の支援対象州を示す。 
出所：Annnuaire Statistique de l’Éducation Nationale 2010/2011, DEP/MENA Avril 2011  

                                                        
5 EDI 開発指標は、初等純就学率（MDG-2）、15 歳以上成人識字率（MDG-4）、初等中等粗（総）就学率と成人識字率のジェ

ンダーギャップ（MDG-5）、5 年生進学率（MDG-6）の 4 指標を総合・平均算定したもの。 
6 人口増加率は 3.42％（1975、1985、1996、2006 年国勢調査からの算定）。人口の 48.3％が 15 歳未満である（2006 年国政調

査）。 

出所：Annuaire Statistique 2011; Edition 2013, Institut National de la Statistique et de la Démographie 
7 中央プラトー州アブスヤ県ナブドゲン小学校での聞き取り調査でも、この問題が述べられた。 
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表２－３ 教員 1 人当たり生徒数（2013 年 11 月時） 

州 
B

ou
cl

e 
du

 
M

ou
ho

un
 

C
as

ca
de

s 

C
en

tr
e 

C
en

tr
e-

E
st

 

C
en

tr
e-

N
or

d 

C
en

tr
e-

O
ue

st
 

C
en

tr
e-

S
ud

 

E
st

 

H
au

ts
-B

as
si

ns
 

N
or

d 

P
la

te
au

- 
C

en
tr

al
 

S
ah

el
 

S
ud

-O
ue

st
 

平 
均 

生徒/教員 64 50 46 52 56 50 55 48 52 52 49 100 41 52 

注：青いハイライトは、PCOGES フェーズ 1 の支援対象州を示す。 
出所：MENA2013 年 11 月。MENA の各州・生徒数と教員数データより算定 

 

２－１－２ 基礎教育分野の開発政策・戦略 

（1）基礎教育開発戦略プログラム（PDSEB）2012-2021 

ブルキナファソでは、前・基礎教育開発 10 カ年計画（PDDEB）の後継計画として「基

礎教育開発戦略プログラム（PDSEB）2012-2021」が進められている。PDSEB は、①就学

前教育の拡大、②初等普遍教育と教育の公正の達成、③就学前から初等教育進学の円滑化

（阻害因の排除）、④成人識字率の拡大、の 4 種の戦略的取り組み事項を掲げ、それらの

実施枠組み（ロジカルフレームワーク）として、○i 基礎教育アクセス拡大、○ii 基礎教育の

質の向上、○iii ノンフォーマル教育の開発、○iv 基礎教育セクター関係者の調整、○
v
効率的

かつ効果的なプログラム管理の 5 プログラムを設定している

8
。学校運営委員会（COGES）

は、5 つのプログラムのうち第 1 プログラム「正規基礎教育のアクセス拡大」のサブプロ

グラム、5「市民及び協力パートナーの参加促進」と、第 2 プログラム「正規基礎教育の

質の向上」のサブプログラム、4「学校活動に焦点を当てた学習の（質的）改善」のアク

ターあるいは技術ターゲットに位置づけられる。第 1 プログラムにおいては、「学校運営

委員会（COGES）、保護者会（APE）、母親会（AME）の啓発活動と、彼らの能力強化」を

めざし、「COGES の全国設置」を、目的達成に必須な条件（外部条件）として明記してい

る。第 2 プログラムでは「2015 年以降の（MENA 規定・標準）学習時間の 100％確保」を

めざし、「夜間学習や補習授業時間の確保や、夜間学習のための照明器の調達、COGES に

よる学習状況のモニタリング」等の活動がある。 

ブルキナファソ政府は PDSEB 2012-2021 において、学校運営委員会（COGES）が保護

者会（APE）や母親会（AME）とともに「民間の教育コミュニティーとして重要な教育リ

ソース」と随所に述べ、学校教育の重要な実施者として、全小学校への設置と活動の普及

をめざしており、2013 年 4 月には「COGES 全国普及戦略書」（Stratégie de généralisation de 

la mise en place des Comités de gestion d’école au Burkina Faso）が承認された。 

 

（2）学校運営委員会（COGES）全国普及戦略 

2013 年 1 月に、MENA 大臣技術顧問、PDSEB 常設事務局、DGEB 総局長、計画調査局

（Direction des études et de la planification：DEP）、研究統計総局〔Direction générale des Etudes 

et des Statistiques Sectorielles：現 DGESS〕局長、管理・財務局（長）（Directorate/Director of 

Administration and Finances：DAF）、地域（州・県・CEB）フォーカルポイント、PACOGES

                                                        
8 ただし、2016 年までの活動計画に基づく「中期支出中期支出計画書」の内訳構成とは、一部異なる。 
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関係者らをメンバーとする、全国普及展開準備技術委員会が設置され、戦略書策定準備が

開始された。戦略書は委員会での協議と「戦略書策定ワークショップ」を経て、2013 年 4

月に正式承認された。 

 

表２－４ 戦略書の構成 

章 内 容 

I. Contexts et justification 背景と実施の妥当性 

II. Presentation de la méthodologies proposée 方法論 

III. Etats des lieux de la mise en œuvre des 

COGES 

COGES 普及の現状 

IV. Stratégie de généralisation des COGES 全国普及戦略 

V. Plan opérationnel de généralisation des COGES 活動実施計画 

VI. Programmation de la généralisation 対象地別・取り組みスケジ

ュール 

VII. Coût et financement de la généralistaion  事業費・財源 

VIII. Recommandations et suggestions 提言 

Conclusion 結論 

ANNEXES 付属資料 
出所：MENA, SG, mars 2013, Stratégie de généralisation de la mise en place des Comités de 

gestion d’école au Burkina Faso 

 

学校運営委員会（COGES）全域普及のロードマップは、PACOGES フェーズ 1 の対象地

域で確立されたモデル（COGES 設置モデル、COGES 活動モデル）と既に設置・活動が進

められている COGES の実績・実証結果を土台とし、2015 年までの全域普及達成をめざす。 

 

表２－５ 対象地別・取り組みスケジュール（2013 年 3 月時計画） 

期 目標・実施期間 対象州数 州 名 

1 2013 年 11 月～2014 年 3

月 

1 中央北部州 

2 2014 年 4 月～8 月 4 
ブクルドゥムフン州、上流域州、

カスカード州、南西部州 

3 2014 年 9 月～12 月 3 
中央部州、中央南部州、中央西部

州 

4 2015 年 4 月～8 月 3 サヘル地方州、北部州、東部州 
出所：MENA, SG, mars 2013, Stratégie de généralisation de la mise en place des Comités de 

gestion d’école au Burkina Faso 
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２－１－３ 地方教育行政に係る主要法令 

ここでは、ブルキナファソの教育政策、教育行政の地方分権化に係る法令を概観する。過去

10 年における主要法令の制定の動きは、表 2-6 に示すとおりである。 

 

表２－６ ブルキナファソの教育政策、教育行政の地方分権化に係る代表的な法令 

年月 法令、開発計画 注 記 

1993 年 行政区・地方自治体の規定等に係る法律 ・国家分権化審議会 CND の制定 

1998年 8月 地方分権化基本法（指針）  

2002 年 基礎教育開発 10 カ年計画（PDDEB）

2002-2011 

 

2004年 6月 地方自治体基本法（総則）  

2007年 7月 （新）教育基本法 ・義務教育を 10 年とする 

2008年 5月 初等教育従事組織に係る政令 ・COGES 設置を定める 

2009年 3月 

 

就学前・初等・識字教育分野の権限・リソ

ース委譲に関する政令（合同省令） 

・委譲の権限事項を定める 

・実施報告は CONAD へ提出する 

11月 （PACOGESフェーズ1の開始）  

2012 年 基礎教育開発戦略（PDSEB）2012-2021  

2013年 1月 コミューン自治体への権限・リソース委譲

に係る合同省令 

 

 

3 月 

 

COGES 構成員と機能に係る政令（合同省

令） 

・COGES 構成員・機能を定める 

4 月 COGES 全国普及戦略書 ・2015 年までの全域普及をめざす 

9 月 MENA 組織体制に係る政令 ・MENA の組織改編 

 

（1）地方分権化基本法と地方自治体法 

ブルキナファソの地方分権化の動きは 1926 年に初めてコミューン（ボボドゥラソ）が

定められたころに始まり、動きは歴史的には長く独立以前にさかのぼる。1952 年には 2 つ

目のコミューン（ワガドゥグ）が指定され、1960 年に地方自治体について定められた。国

内全域への地方分権化が本格化したのは 1993 年の行政区・地方自治体の規定等に係る法

律、及び、1998 年の「地方分権化基本法」（法律第 040-1998 号）

9
の発布あたりとみられ

る。2004 年には、「地方自治体基本法」（法律第 055-2004 号）

10
 により、同法では州及び

コミューンを collectivié territoriale と定義するが（前法第 8～14 条）、州は社会経済開発に

係る計画・調整を担う当該コミューンの総体（総合的枠組み）と認識され（15、16 条）、

中央行政の権限委譲の対象は公共団体組織として実体をもつコミューン自治体である

11
。

なお、コミューン自治体への国の関与義務は、地方交付（補助）金、特別交付金、人材及

び資材、技術・財政支援に係る措置・配当（49 条）と定められている。  

                                                        
9 Loi-no.040-1998 portant orientation de la décentralisation au Burkina Faso 
10 Loi-no.055-2004 Code géneral des collectivités territoriales 
11 地方自治体基本法によれば、コミューンは地方自治体の最小単位であり（14 条）、自治体管区が行政区域と一致する場合も

あるが、必ずしも同じでなく（4 条）、住民人口等の違いから都市部コミューンと地方部コミューンの区別がある（19 条）。 
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表２－７ 2013 年現在の地方自治体・行政区の概要（コミューンより最少の行政区・町村を除く） 

名 称 数 行政区 地方自治体 審議機関 執行機関 監督機関 

Région 州 13 ○ N.A. 州議会 州議会長 州知事 

Province 県 45 ○ N.A. 県議会  県知事 

Communeコミュー

ン 

351 ― ○権限委譲の対

象 

コミューン

議会 

コ ミ ュ ー

ン長 

県知事指名

者 

 

2013 年現在に、地方自治体へ権限委譲が進められている分野は、①自治体所有不動産地

所管理、②国土整備・不動産地所管理・計画、③環境・天然資源管理、④経済開発・計画、

⑤保健・衛生、⑥教育・職業訓練・識字、⑦文化・スポーツ・娯楽・青少年育成、⑧市民

保護・支援・救済、⑨葬儀・埋葬、⑩水・電気、⑪市場・屠殺場の 11 分野である。コミ

ューン地方自治体への権限委譲は段階的に地域格差をみせながら進んでおり

12
、分権化が

最も進捗しているのは教育、保健、水、スポーツ・青少年育成の 4 分野とされる

13
。 

他方、自治体への権限委譲が移行途中にあるなかで、所轄省である国土整備地方分権化

省（Ministère de l’Aménagement du Territoire et de la Décentralisation：MATD）からの通達が

ないとの理由で、国民教育・識字省の通達が自治体側で受け入れられないケースも発生し

ており、教育行政の意思決定ラインに係る MENA と MATD（場合により経済財務省）間

の調整・コミュニケーションの改善が求められている

14
。 

 

（2）教育基本法 

教育基本法（法律第 013-2004 号）

15
は、1996 年制定の（旧）教育基本法を改めた。現在

の基礎教育課程（enseignment de base）は初等教育と後期初等教育（前期中等教育）から構

成され、6～16 歳の子どもを対象とした義務教育であり（2 条、4 条）、公立教育は無償で

ある（6 条）。同法に基づくブルキナファソの教育制度の概要は、次のとおり。 

 
  

                                                        
12 地方自治体基本法第にも「公共団体組織としての自治体活動始は 2007 年あるいはそれ以降に開始」（第 73 条）され、分権

化は段階的に進められることが述べられている。 
13 MENA コミューン自治体へのリソース委譲（分権化）推進チーム長への聞き取り（2013 年 12 月） 
14 これについては、カナダ（大使館）等の支援組織のほか、複数のブルキナファソ側関係者から、懸案事項として聞かれた。 
15 Loi no.013-2007 juillet 2007 loi d'orientation de l’éducation 
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図２－２ ブルキナファソの教育制度・概要 

 

（3）学校運営管理に係る法令 

ブルキナファソ政府は 2008 年に「初等教育従事組織に係る省令・第 2008-236 号

16
」を発

布し、学校施設基準（第 1 章）、運営管理体制及びその責任者と（第 2 章）、学校施設ごとの

学校運営委員会（COGES）の設置及び委員構成（第 2 章・31 条）のほか、新入学児童の把

握、カリキュラム、学校年、特殊教育等々、学校運営に係る基本事項と関係者を示した。 

学校運営委員会（COGES）について、ブルキナファソ政府は 2013 年 3 月に「COGES の

構成員・役割に係る省令第 2013-029 号（合同省令）

17
」を発布し、同委員会の構成員、役

割、任期、リソース等についてより詳細に定めた。省令第 2013-029 号の法案策定にあたっ

ては、PACOGES の JICA 側チームが技術的助言を提供している。 

 

（4）コミューン自治体への権限委譲に係る法令 

「就学前・初等・識字教育分野の権限・リソース委譲に係る合同省令第 106 号/200918
」

                                                        
16 Dècret Nº 2008-236 portant organisation de l’enseignement primaire . 同政令の第 2 章に学校運営管理の基本的あり方が、第 2

章・29 条に学校ごとに COGES が設置されることが定められている。 
17 Arrêté conjoint Nº 2013-029, portant composition et fonctionnement du Comité de Gestion de l’École 
18 Décret No.2009-106, portant transfert des compétences et des ressources de l’Etat aux communes dans les domaines du préscolaire, de 

l’enseignement primaire et de l’alphabétisation 

<一般学齢> ＜学年＞ ＜資格・学位＞

～50歳

23/24 6年以上 博士

22/23 5年

21/22 4年 修士

20/21 3年 学士

19/20 2年 ディプロマ I or II

18/19 1年

18/19歳 最終学年 Bac

17/18歳 1年

16/17歳 2年

16歳 3年 BEPC

14/15際 4年 (前期中等教育修了資格）

13/14歳 5年

12/13歳 6年

12歳 CM 2 (中期 2年） CEP

11/12歳 CM 1 (中期 １年）  (初等教育修了資格）

10/11歳 CE 2 (基礎 2年）

9/10歳 CE 1 (基礎 1年）

7/8歳 CP 2 (準備 2年）

6/7歳 CP 1 (準備 1年）

就学前

幼

稚

園

3-5歳

※ 幼児教育、基礎教育課程、及び非正規教育を、

基礎教育　 Education de base　とする。

C
P

A
F

 (後期中等教育卒業資格、

大学受験資格）

C
F

J
A

識

字

職

業

訓

練

継

続

研

修

施

設

C
E

B
N

F

初等

(6年）

ポスト初等

(前期中等）

（３～4年）

非

正

規

教

育

施

設

青

年

農

民

研

修

施

設

基

礎

教

育

課

程

e
n
s
e
i
g
n
e
m

e
n
t
 
d
e
 
b
a
s
e

非正規（インフォーマル）教育正規（フォーマル）教育

<教育水準>

高

校

中

学

校

小

学

校

大

学

院

・

大

院

中等

（2～3年）
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は、就学前、初等教育、識字教育分野でのコミューン自治体への権限移譲と関連規則を定

めたもので、概要は次のとおりである。 

初等教育・識字分野の施設・設備等の権限委譲は、教室、寮、教職員執務室、保管庫、

食堂、井戸・給水設備、トイレ、植え込み・菜園、備品家具、教材・資料、スポーツ器具、

運動場、小学校と識字教育施設に帰属する施設・設備である（7 条）。コミューン自治体は、

これら委譲を受けた施設・設備の保守管理を行う義務があり、行政・監督機関の許可なく

しては貸与・譲渡はできない（9 条）。コミューン自治体が委譲事務を遂行するにあたり必

要となる人材の委譲は、出向・配置の形にて行われる（14 条）（後述の 3-1-4 を参照）。ま

た、権限委譲に伴い自治体に必要となる財源の確保は、政府の地方交付金あるいは割当予

算措置の形で行われ、あわせて、コミューン自治体は、国内外・官民の支援組織から資金

協力を得ることができる（12 条）。 

施設建設や保守管理等に係る事業費や経常経費は、合同省令で別途定められる（13 条）。

2013 年度の場合、2013 年 1 月に合同省令が出され、初等教育分野への総計 156 億 7,604 万

8,600 FCFA の措置が確定した

19
。内訳は、コミューン自治体 351 カ所への学校文具等の調

達（購入・配布）（67 億 3,131 万 1,600 FCFA）と経常経費（71 億 9,730 万 FCFA）、農村部

コミューン自治体 113 カ所と都市部コミューン自治体 49 カ所への学校施設の修復費（4 億

5,000 万 9,000 FCFA）、農村部コミューン自治体 151 カ所と都市部コミューン自治体 49 カ

所への学校の新設経費（77 億 7,499 万 8,000FCFA）である。 

 

２－１－４ 初等教育の地方分権化動向 

（1）分権化の概要 

教育行政改革は、地方分権化政策により中央に集中していた教育行政と公共サービスを

全域に分散・普及することに取り組むもので

20
、その目的は、地域・学校の意思決定の拡

大、学校教育・義務教育の機会均等（アクセスの改善）、教育水準の確保（学習の質の向

上）、地域の特性・実状に応じた普遍教育の実現、教育リソース管理の透明性と、教育行

政の説明責任、等を含む。目的達成には、官民実施主体である学校やコミューンの決定・

裁量を拡大させ、保護者・地域民の教育への参画、官民双方の教育リソースが、連携しな

がら有機的に働くことが求められている。 

分権化政策と教育行政改革により、従来の中央政府の権限による事務（the mandated 

funcitions of ministries）や法定受託事務（the statutory entrusted functions）の幾つかが地方自

治体の自治事務（the autonomous functions）へと権限委譲される過程にあり、今後は学区の

教育指導や学校の裁量権も拡大されていく方針にある

21
。 

基礎教育セクターでの分権化対象事業のうち、計 351 コミューン自治体すべてへの権限

委譲手続きが完了しているのは、①学校施設の建設、②学校施設の修復、③児童生徒の学

                                                        
19 Arrêté interministeriel No.2013-024/MEF/MATD/MENA portant repartition de la somme de 15,676,048,600 de francs CFA représent 

les ressources financières transférées en 2013 aux communes en acompagnement des compétences transférés 
20
「地方分権化（decentraliztion）は従来中央政府が行っていた公共サービスが全域へ分散される（déconcentration）ことを伴う」と、地方

自治体法第 2004-055 号・第 3 条に記載されるとおり。Loi no.2004-055, portant code général des collectivités territoriales 
21 地方自治体基本法では、州とコミューンの 2 つを「地方自治体（collectivité territoriale）」と定義しているが、地方公共団体

として行政組織体の実態をもつのはコミューンのみであるため、地方分権化による権限・リソースの地方自治体への委譲と

いう場合、コミューン自治体への委譲を意味する。 
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習文房具（鉛筆・ノート等）の調達（購入・配布）、④学校施設の備品（黒板・掲示板・

チョーク等）の調達（購入・配布）の 4 事業であり、2009 年から 2013 年 2 月までの実績

総額は、514 億 3,767 万 6,262 FCFA である

22
。うち③④は、全 351 コミューン自治体に毎

年措置が行われる事業であり、①②については、コミューンのニーズが毎年異なるため、

財源措置規模は年により異なる

23
（前述の 2-1-3-（4）を参照）。 

コミューン自治体が委譲され他権限事務を円滑に実施することを支援するため、MENA

は現在、全コミューン自治体へ①運営管理職（PAG）、②教育職（personnel pédagogique）、

③教員職（enseignant）の 3 職を配置（出向）している。同職員の給与支給は MENA によ

るが、職責は自治体職員となるため、業務指示内容（TOR）は自治体の裁量に任されてい

る

24
。 

学校教育と運営管理に直結する事業の権限委譲の動向は、表 2-8、2-9 のとおり

25
。 

 

表２－８ 分権化以前の状況 

 責務・裁量権 
MENA 

中央省 

DREBA

/MENA 

ｺﾐｭｰﾝ自治 

体/ MATDS 

CEB 

/ MENA 

COGES 

（学校） 

1-1 学校の建設 ✔     

1-2 学校施設の修復 ✔     

2-1 教職員の任命 * ✔     

2-2 校長の任命 ✔     

3 教職員の給与の支給 ✔     

4 カリキュラム設定 ✔     

5-1 教科書の作成  ✔     

5-2 教科書の配布 ✔     

6 授業科目の選定 ✔     

7 学校時間割の決定 ✔     

8 
学校スケジュール（年間）

の決定 
✔ 

    

9 学校給食事業費の支出 ✔     

10 学校モニタリングの実施 ✔  ✔ ✔ ✔ 

11 
学校文房具の調達（購入・

配布） 
✔ 

    

12 
学校資機材の調達（購入・

配布） 
✔ 

    

  

                                                        
22 MENA, SG, DEP, février 2013, Mécanisme de suivi conjoint, MENA-Communes, de la mise en œuvre des compétences transférées aux 

communes 
23 例えば、学校修復を必要とする学校が（その年に）当該自治体にない場合は、予算措置もない。 
24 MENA コミューン自治体への省別リソース委譲促進チーム（分権化推進チーム）長の聞き取り（2013 年 12 月） 
25 DGEB/MENA、MENA 地方分権推進チーム長への聞き取り調査（2013 年 11~12 月）。ただし校長・教職員の任命については、

「就学前・初等・識字教育分野の権限・リソース委譲に関する合同省令第 2009 - 106 号には明記がない。 
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表２－９ おおむねの現状（2013 年現在）（地域格差あり） 

 責務・裁量権 
MENA 

中央省 

DREBA/

MENA 

ｺﾐｭｰﾝ自治 

体/ MATD 

CEB 

/ MENA 

COGES 

（学校） 

1 学校の建設 ✔  ✔   

1-2 学校施設の修復 （✔）  ✔   

2-1 教職員の任命 * ✔     

2-2 校長の任命 ✔     

3 教職員の給与の支給 ✔     

4 カリキュラム設定 ✔     

5-1 教科書の作成  ✔     

5-2 教科書の配布 ✔  △*   

6 授業科目の選定 ✔     

7 学校時間割の決定 ✔     

8 
学校スケジュール（年間）

の決定 
✔ 

    

9 学校給食事業費の支出 ✔  △*  △* 

10 学校モニタリングの実施 ✔  ✔ ✔ ✔ 

11 
学校文房具の調達（購入・

配布） 
 

 
✔ 

  

12 
学校資機材の調達（購入・

配布） 
 

 
✔ 

  

注：*△は分権化による一部地域の状況。COGES が設置された学校では、学校給食や文具調達等について既

に COGES 財源の支出がある。 

 

（2）学校給食事業の動向 

1）歴史・経緯 

ブルキナファソは、気候特性や土壌生産性の低い地域を擁する等の理由から、農業生

産性は不安定で、食糧安全保障は国の大きな政策課題であり続けており、これが学校教

育にも大きな影響をもたらしている。貧困や飢餓が就学を低下させ、栄養不良が学習能

力にも影響することから、政府は学校給食が就学向上、女子就学促進、中退児童の低減

を図るうえで必須なものとして学校給食に取り組んできた。 

同国の学校給食の歴史は古く、独立以前に地域農民・保護者が農産収穫物を学校へ提

供した慣例にまで遡る。独立（1960 年）後には、1962 年より Catholic Relief Service：CRS

（NGO）による学校給食支援事業（Catholic Wealfare：CATHWEL）と、米国国際開発庁

（United States Agency for International Development：USAID）の給食配給支援が開始され

た（USAID は 1989 年に終了）。政府財源による学校給食事業では、政府調達に加え、地

域農民・保護者からの農産物（主にメイズ、コメ等の穀物）の提供を依頼する仕組みは

今日も継続されている。 
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2）政府の学校給食事業

26 

2013 年現在、国連世界食糧計画（World Food Programme：WFP）事業、CATHWEL/CRS、

政府事業の 3 種があり、全事業が政府監理下で実施されている。WFP 事業（サヘル州の

４県を対象）並びに CRS（5 県を対象）は、政府事業対象の全 45 県中の 36 県を占める

が

27
、CATHWEL/CRS が進める 2 種事業のうち Food for Peace 事業が 2014 年に、Food for 

education 事業は 2015 年に完了予定であるため、現在の学齢児童人口の急増と需要拡大

が見込まれるなかでその後どのように給食食糧を確保していくのか、中長期的な計画が

必要とされている

28
。 

なお政府側は、学校給食は今後も、政府財源による食糧配給と地域民からの提供の双

方を合わせた形で進めていく方針である。 

 

3）政府による学校給食事業の調達・管理 

調達過程では、地域保管庫、各県の監査員、CEB の監査員、学校（COGES）がかか

わり、食糧購入、備蓄・保管、調達手続き、学校への輸送を含む。全域 10 地域に食糧

備蓄のための 13 の地域保管庫がある。購入・配送では、学校・倉庫間の距離と児童数/

食材量の 2 つの情報が必要となり、これに係る情報シートが DAF/MENA と学校側に送

付され、その後地域保管庫へと情報が送られる。 

学校給食の実績について、学校側は実績月例報告を CEB に提出する義務があり、CEB

監査員は CEB 長に報告を上げる。各地域保管庫は在庫報告を教育施設資機材調達局

（Direction de l’Allocation des Moyens spécifiques aux structures éducatives：DAMSSE）に

上げる。学校給食費会計管理では、給食管理委員会が MENA 次官（SG）への半期会計

報告（6 月、12 月）を行うことが規定されている。 

 

4）政府学校給食事業（調達・管理）の分権化 

2013 年に政府は、政府予算措置を含めた学校給食事業（調達・管理）を分権化対象と

する旨を発表し、実施・調達・管理を地域・学校現場/COGES に委任する体制に移行し

ていくことを予定している

29
。移行プロセスの開始にあたっては、PACOGES フェーズ 1

で設置された 7 県 302 の COGES を対象に試験的に進める計画で、学校長、COGES 長、

COGES 会計担当、CEB 長、CEB 監査員、コミューン長など関係者への研修を先ごろ実

施した

30
。 

研修モジュールは、学校給食事業の分権化、資金・会計監理、食材在庫管理、食材購

入方法、購入先選定、食材量・支出見積もり、報告義務と方法等を含む。今後、学校関

係者には食材保管技術を、APE や AME など給食・調理に携わる者には衛生管理面での

                                                        
26 DAMSSE/MENA 聞き取り（2013 年 11 月） 
27 
食糧・食材の配給量と額については、Projet cantine scolaires MENA/CATHWEL, Rapport d’activités de l’année scolare 2012-2013 

ほか、収集資料を参照。 
28 現在の政府財源による学校給食の配給量は、学校年・9 カ月分のうちの、3 カ月分にとどまる。 
29 CEB 名義の銀行口座を開設し、政府より措置された給食費預金を COGES が管理する等の案も聞かれたが、この方法は確定

していないようである。 
30 2013 年 11 月 29～30 日、12 月 6～7 日、の計 2 回に分けて、約 1,000 名の研修が実施された。 
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技術研修も検討されている

31
。 

政府は、PACOGES フェーズ 1 において COGES がコミュニティ住民からの食材提供

を含めた独自リソースによる学校給食の実施管理に従事して、良好な活動をみせた実績

を評価し、同事業の分権化では全域に設置された COGES が何らかの役割を担うことを

期待している。 

 

２－２ 実施機関と主要関係者等の基本情報 

２－２－１ 国民教育・識字省 

地方分権の実施過程にあっては、教育行政関係組織において、行政の地方分権と関連制度の

改正に伴う慌ただしい組織改編が進められており、2013年 9月にも、国民教育・識字省（MENA）

の新組織体制に係る政令第 2013-786 号が出された

32
。 

同政令に基づく、MENA 組織の体制は、図 2-3 のとおりである。 

 
  

                                                        
31 DAMSSE/MENA への聞き取り（2013 年 11 月） 
32 Décret no.2013-786, portant organisation du Ministère de l’Éducation National et de l’Alphabetisation 



 

－19－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
注：二重線枠内は設置予定、点線枠内は省令に部局としての記載はないが実態・活動をもつ 
出所：MENA 組織に係る政令第 2013-786 号、及び MENA 情報 

 

図２－３ 国家教育・識字省組織体制（2013 年 9 月・政令） 

 

MENA における PACOGES フェーズ 2 協力枠組みの署名者は、次官（副大臣）、基礎教育総

局（DGEB）長及び、経済財務省（Ministère de l’Economie et des Finances：MEF）・国際協力総

局（DGC）長である。プロジェクトの重要なアクターとなる MENA 関係者は、中央では実施

の総合監督を担う DGEB、公立・初等教育を担当する公的基礎教育開発局（長）（Direction/ 

Directrice du Développement de I’Enseignement Primaire Public：DDEPP）、地方では国民教育識字・

州局（DRENA）、国民教育識字・県局（DPENA）、及び学区・視学官所（CEB）、学校と学校運

営委員会（COGES）等となる。 
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２－２－２ 分権化推進に係る他の中央関係者 

（1）地方分権化学校運営調整室  

地方分権化学校運営調整室（仮称、Service de la coordination de la gestion décentralisée des 

école）は、学校運営委員会（COGES）推進・普及を担う部局で、中央省とくに DGEB と

共働する部署として中央に設置された。現在進められている MENA 組織の新体制による、

MENA 各部局の業務指示内容（TOR）が正式に承認され、同室についての詳細な TOR が

決定された。同部署の室長には、PACOGES フェーズ 1 のナショナルコーディネーター（NC）

の職に相当する者が着任することが想定されている

33
。 

 

（2）コミューン自治体へのリソース委譲促進チーム（省・分権化推進チーム） 

省・分権化推進チーム（Cellule ministérielle de transfert des ressources aux communes）は、

分権化政策の実施を進めるために、国土整備地方分権化省（MATD）の主導の下、2011 年

ごろより各省内に設けられた。役割は、各省内の分権化に重要な役割を担う異なる部局か

らメンバーを 3 名～5 名選抜してチームを編成し、MENA の分権化・権限委譲を把握する

とともに、活動計画を策定する年 2 回の総会により、MATD を含む省間での進捗を共有し、

分権化に係る提言の取りまとめ等を行い、現在モニタリング方法を検討中である。 

MENA のチームは、統計研究総局（DGESS）局長がチーム長、基礎教育総局（DGEB）、

人事局（Direction/Directeur des Ressources Humaines：DRH）、運営管理財務局（DAF）、次

官（付）調査・研究担当の 4 名がメンバー、計 5 名で構成される

34
。省・分権化推進チー

ムは初等教育分野の権限委譲の実態と情報出所を知ることから、PACOGES フェーズ 2 に

おいて情報リソース組織になる。 

 

２－２－３ 地方教育行政・学校運営の主要アクター 

（1）MENA 所轄の地方局・事務所 

2013 年 9 月に発布された「MENA 組織体制に係る政令第 2013-786 号」では、教育行政

の分散化組織（structures déconcentrées）と職務権限を次のとおり定める。 

    

1）国民教育識字・州局（DRENA） 

DRENA は州レベルにおける地方基礎教育政策の策定と調整を担い、①政府の開発目

標に基づき州内の基礎教育の各水準に係る開発戦略の策定と決定を行い、②多様なアク

ターの基礎教育への関与・参画をうながし各事業の相乗効果を図り、③所轄各県の取り

組みに係るモニタリング・調整・監督を行う。 

 

2）国民教育識字・県局（DPENA） 

DPENA は県レベルにおける地方基礎教育政策の政策実施と調整を担い、①州の政策

目標に基づき県内の基礎教育の各水準に係る開発戦略の策定と決定を行い、②多様なア

クターの基礎教育への関与・参画をうながし各事業の相乗効果を図り、③所轄教育学区

                                                        
33 DGEB/MENA 聞き取り調査（2013 年 11~12 月） 
34 省・分権化推進チーム長（DGESS/MENA）聞き取り調査（2013 年 12 月） 
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（circonscription d’éducation de base）、就学前・初等・後期初等普通（前期中等教育）教

育の学校活動のモニタリング・調整・監督を行い、コミューン自治体の基礎教育・権限

事務の実施を支援する。 

 

3）モニタリング調整業務について 

第 47 条に明記される「モニタリング調整業務」は、中央レベルと地域レベルの 2 側

面の業務として説明されている。地域レベルでは、DRENA、DPENA、CEB 長（CCEB）

がモニタリングに係る各自のワーキングチャートと作業を有するとともに、州レベル定

例会議（Conseil de Direction Régional; réunion régionale）と県レベル定例会議（Conseil de 

Direction Provinciale; réunion provinciale）という既存の教育モニタリング会議が設けられ、

さらに DRENA、DPENA、CEB 長を中心とした定期会合（Conseil de Direction Provinciale 

et Regionale）が開催されて、学校教育と地域教育行政の成果の把握と協議が規定されて

いる。中央レベルでは各県（DPENA）が所属州（DRENA）に活動報告を行い、各 DRENA

が結果を総括した報告書を DGEB/MENA へ提出することが義務づけられている。 

 

（2）学区・視学官事務所（学区事務所）（CEB） 

CEB はコミューン区とほぼ同じ域内に設置されている事務所で、CEB 長、CEB 長諮問

担当（アドバイザー）、教育専門家スタッフ、技術士、事務スタッフなど、通常約 10 名程

度が勤務する。うち視学官は、CEB 担当地域に所在する MENA 所轄学校の巡回モニタリ

ング、学校への学校教育・教授法等に係る指導・助言、教員へのインサービス研修等を担う

35
。 

学校モニタリングについては、CEB 視学官が、週 2 回巡回することが業務内容とされて

いる。PACOGES 対象の CEB では、COGES モニタリングシートを利用しながら学校年度

開始時、終了時の 2 回 COGES モニタリングを実施することになっている。 

 

（3）コミューン自治体（Commune; collectivité territoriale） 

コミューンは居住者人口の規模により、都市部コミューン（commune urbane）と農村部

コミューン（commune rurale）があり、2 万 5,000 人以上の人口を擁する場合は都市部コミ

ューンと定義される（地方自治体法 19 条）。都市部コミューンの自治予算は年間 2,500 万

FCFA 以上で、ただし 20 万以上人口を擁する大規模コミューンは、年 5 億 FCFA の独自財

源を得ることができる（23 条）。農村部コミューンは人口 5,000 人未満の村町を包括した

もので、年間予算は 500 万 FCFA である（27 条）。また、両者ともコミューン行政に係る

条例を発布することができる（同 31 条）。自治体が学校を含む教育セクターの事業予算の

措置申請のプロセスは、自治体が事業・予算計画をコミューン議会へ提出し、議会と市長

の最終承認を得て、予算案は議会から MATD へ、MATD から財務省へ申請され、閣議決定

により最終承認となる

36
。 

コミューン自治体能力は都市部と地方部の格差が大きいとされ、貧困地域ほど自治体能

                                                        
35 PACOGES では、1 級・視学官（Inspecteur de l’enseignement pédagogique du 1er degré）と視学官（Conseiller pédagogique 

intinérant：CPI 日本の指導主事に類似する役職）を便宜上一括して視学官と和訳し、学区事務所を、視学官事務所と和訳す

る。 
36 DGEM/MENA からの聞き取り（2013 年 11 月） 
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力が低く分権化の進捗もこの状況に依存する傾向がある

37
。 

 

（4）コミューン議会（Conseil municipal，Conseil cmmunal に同じ）

38 

コミューン議会は、コミューン自治体と独立して設置される合議制の組織で、コミュー

ン開発の担い手である。国政政党の代表者と、コミューン内の中央区から代表 2 名ずつ、

村・町区から代表 2 名ずつの地域委員で構成される。コミューン規模により委員総数は異

なり、100 名を超える場合もある。地域委員は、政府政党代表と、中央政府による地方選

挙により選出される。 

社会セクター（教育、保健、スポーツ、文化等）や環境を中心にコミュニティのあらゆ

るテーマを審議し、 5 年間の開発計画〔コミューン開発計画（ Plan communal de 

développement：PCD）〕の策定にもかかわる。各セクターについてサブ委員会（グループ）

が設けられ審議が行われる。サブ委員会の協議や決定にあたっては、必要に応じ専門家や

有識者をアドバイザーとして招き審議する暫定委員会を設けることができるが、外部アド

バイザーには決議の投票権はない。 

 

（5）学校運営委員会（COGES） 

学校運営委員会（COGES）は、地方教育行政の開発とともに定められた住民参加型の学

校運営を担う組織である。委員の構成は、学校 7 名の役職選定委員（membre de droit）と

選挙選出による 5 名の執行委員（bureau exécutif）であり、概要は表 2-10 のとおり。 

 

表２－10 COGES 委員と役割 

役 職 主な役割 任期 

＜執行委員＞5 名 

委員長、事務局長 

会計、市民参加促進・広報渉外担

当 

女子就学担当 

・学校活動計画の策定 

・執行委員会合の開催 

・計画活動のモニタリング・評価 

・活動レポートの作成・提出 

・COGES 改善に係る多様な取り組み、

等 

3 年、再

選は一度

のみ可能 

＜役職選定委員＞7 名 

コミューン長あるいはコミューン

自治体代表 

保護者会（APE）代表 

母親会（AME）代表 

小学校長、教員代表 

NGO 代表、組合組織代表 

・総会の開催 

・活動計画の方針の選定に係る執行委員

への支援 

・活動計画の実施のモニタリング 

・地域民や支援組織の教育への参加の啓

発 

・活動に係る財源寄付、等 

- 

出所：省令第 2013-029 号 
  

                                                        
37 この点は MENA の関係者、アブスヤ県・視察での関係者、カナダ大使館関係者からも聞かれた。 
38 地方自治体基本法、及び、JICA ブルナファソ事務所・インハウスコンサルタント聞き取り（2013 年 11 月）。 
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初等教育従事組織に係る政令第 2008 年に「学校に 1 つ COGES を設置する」とあり、

基本的には学校ごとに COGES があるが、同敷地内に複数学校を擁する場合は、それら複

数校に対し COGES1 つを設置するケースがある。したがって、全国の COGES の実数は学

校数より少ない。なお、学区視学官事務所長が、学校運営委員会の設置・活動状況につい

て把握・確認する責務を担っている。 

 

（6）コミューン-COGES 連絡協議会（CCC）39 

CCC は、PACOGES フェーズ 1 が 2012 年 3 月に試験的に設置した、コミューン自治体、

学校運営委員会（COGES）、視学官事務所等を委員とする連絡協議会である。CCC 委員は、

役職選定委員と選挙選出の実行委員（COGES 代表等）から構成される。①役職選定委員

は、コミューン長、コミューン事務局長、コミューン教育担当職、CEB 視学官で、②選出

委員は、CCC 代表（＝コミューン長）、事務局長、会計、広報・渉外担当、社会市民参加

促進・組織化担当の計 5 名である。本調査でのコミューン-COGES 連絡協議会（CCC）メ

ンバーへの聞き取りでも、CCC の働きにより「地域の教育問題やニーズに係る提言を、直

接コミューン行政に表明する仕組みが初めてできた」との意見が聞かれたとおり 40
、コミ

ューン自治体がメンバーであることで、学校現場の教育課題をコミューン行政に直接表明

でき、自治体側では所轄域内の教育行政を鳥瞰できるという効果・メリットがある。 

主な役割は、①学校運営委員会（COGES）間の活動計画をレビューし、またコミューン

開発計画への反映を図り、必要に応じて活動計画の改善について学校/COGES 側へ助言を

提供する、②学校運営委員会（COGES）間の取り組みに係る情報交換を促す、③コミュー

ン自治体、学校運営委員会（COGES）、CEB 間の職能やダイナミズムの相乗効果を図り教

育行政を改善する、④学校運営委員会（COGES）の活動をモニタリングし運営管理につき

技術的支援をする、⑤これらに係る協議・決定等に係り年 3 回、活動計画策定総会、中間

評価総会、年次総会を開催する等が挙げられる。活動資金にはメンバーである学校運営委

員会（COGES）からの分担金やコミューン資金等がある。 

 

２－３ わが国の協力実績 

２－３－１ 当該国・初等教育分野への協力 

JICAは 1995年の第 1次学校建設事業を手始めに、ブルキナファソの初等教育分野に対して、

小学校建設（無償）、初等教員養成校建設（無償）、初等教育理数科現職教員研修改善計画（技

プロ）、及び本件、学校運営委員会支援プロジェクト（PACOGES）（技プロ）を通じた、教育

協力を展開している。これら支援により、中長期的に就学の拡大とともに、学校環境の改善、

学習時間の増加と学習の質向上等の効果を最大化できる相互補完的な協力を進めている。 

 
  

                                                        
39 ウルグマネガコミューン CCC への聞き取り（2013 年 12 月）、及び、PACOGES JICA 専門家「学校運営委員会支援プロジェ

クト（PACOGES）サイト視察情報：Ourgou-Manega CCC（コミューン‐COGES 調整会議）」（2013 年 12 月） 
40 ウルグマネガコミューン-COGES 調整会（CCC）への聞き取り調査（2013 年 12 月）。 
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表２－11 ブルキナファソでの基礎教育分野での JICA 協力事業 

事業名 形態 対象規模・裨益数 状態 期間/工期 
規模 

（億円） 

小学校建設計画 無償 5 県、小学校 31 校 完了 1995 年度 6.25 

第 2 次小学校建設計画

（第 I 期及びⅡ期） 
無償 

8 州、10 県、 

小学校 77 校 
完了 

1999 年 3 月～ 

2001 年 3 月 
21.8 

第 3 次小学校建設計画

（第 I 期及びⅡ期） 
無償 

4 州 7 県 

小学校 52 校 
完了 2006 年度 17.31 

第 4 次小学校建設計画

（第 I 期及びⅡ期） 
無償 

3 州 4 県 

小学校 67 校 
完了 

2009 年 4 月～ 

2009 年 10 月 
9.98 

第 5 次小学校建設計画 無償 
3 州 9 県 

小学校 63 校 
実施中 

2012 年 7 月～ 

2013 年 1 月 

11.37 

（限度額） 

サヘル地方初等教員養

成校建設計画 
無償 サヘル地方（北部） 完了 

2009 年 7 月～ 

2010 年 11 月 
8.36 

カヤ初等教員養成校建

設計画・協力準備調査 
無償 

中央北部州サヌマテン

ガ県カヤ市 
実施中 

2012 年 7 月～ 

2013 年 3 月 
N.A. 

初等教育理数科現職教

員 研 修 改 善 計 画

（SMASE） 

技プロ 

4 州 4 県の視学官、教育

アドバイザ、研修講師、

教育分科会 /GAP、小学

校 829 校の教職員 

完了 
2008 年 1 月～ 

2011 年 1 月 

1.18 

（評価時） 

初等教育理数科現職教

員 研 修 改 善 計 画

（SMASE）フェーズ II 

技プロ 

全州全県の視学官、教育

アドバイザ、研修講師、

教育分科会 /GAP、小学

校、教職員 

実施中 
2012 年 1 月～ 

2015 年 9 月 

2.6 

（暫定） 

ブルキナファソ学校運

営員会支援プロジェク

ト（PACOGES フェーズ

1） 

技プロ 

4 州 10 県、 

1,690 以上の COGES、小

学校約 3,600 校、視学官

約 385 名、85 のコミュ

ーンの住民と自治体関

係者 

実施中 

（本件） 

2009 年 11 月

～ 

2014 年 3 月 

3.0 

（見込み） 

出所：JICA  各案件評価報告書、事前評価表、評価調査結果要約表（終了時、事後）等情報 

 

２－３－２ 西アフリカ「みんなの学校プロジェクト群」 

JICA は、本件の PACOGES フェーズ 2 のほか、既にニジェール、セネガル、マリにて、当該

国の教育省を主なカウンターパート（C/P）とした「みんなの学校プロジェクト」（「住民参加

型学校運営改善計画」の通称）の実施協力を行ってきている。「みんなの学校プロジェクト群」

の特記される点は、実績を通じて効果実証を行った「学校運営委員会（COGES）を機能させる

3 要素（ミニマムパッケージ：民主選挙、参加型学校運営手法研修、持続可能なモニタリング

システム）」を採用し、一貫性ある技術協力を行う点である。 

これまでの「みんなの学校プロジェクト」では、地方教育行政関係者、地方自治体の教育関
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係者、地域住民及び学校が連携して、学校運営委員会を民主的・参加型で設立した実績に加え、

同委員会の活動を通じて、学校環境の改善や就学拡大、女子就学の促進、学習時間の増加や学

習の質の向上など、多面的な効果を得ていることが認められている。 

 

表２－12 JICA 協力「みんなの学校プロジェクト群」 

事業名 形態 対象サイト・裨益数 状態 期間 
規模 

（億円） 

ブルキナファソ学校運

営員会支援プロジェク

ト（PACOGE フェーズ

1） 

技プロ 

4 州 10 県、1,690 以上

の COGES、小学校約

3,600校、視学官約 385

名、85 コミューンの

住民、自治体 

実施中 

（本件） 

2009 年 11 月

～ 

2014 年 3 月 

3.0 

（見込み） 

セネガル共和国教育環

境改善プロジェクト 
技プロ 1 州、小学校約 500 校 完了 

2007年 5月～ 

2010 年 5 月 

2.59 

（評価時） 

セネガル共和国教育環

境改善プロジェクトフ

ェーズⅡ 

技プロ 
2 州、小学校 1,000 校

以上 
実施中 

2009年 9月～ 

2014 年 8 月 

1.5 

（暫定） 

ニジェール共和国住民

参加型学校運営改善計

画 

技プロ 
2 州、小学校約 1,000

校 
完了 

2004年 1月～ 

2007 年 7 月 
3.65 

ニジェール共和国住民

参加型学校運営改善計

画フェーズ II 

技プロ 

7 州及び首都特別区 

小学校約 1 万 3,700 

校 

中学校約 800 校 

完了 
2007年 8月～ 

2012 年 1 月 

5.58 

（評価時） 

ニジェール共和国みん

なの学校：住民参加に

よる教育開発プロジェ

クト 

技プロ 

7 州及び首都特別区 

小学校約 1 万 3,700 

校 

中学校約 800 校 

実施中 
2012年 5月～ 

2016 年 5 月 

4.0 

（暫定） 

マリ共和国学校運営委

員会支援プロジェクト 
技プロ 

7 州、小学校 1,000 校

以上と該当の地域民、

CGS、自治体、州・県

関係者 

完了 
2008年 5月～ 

2011 年 10 月 

2.9 

（評価時） 

マリ共和国学校運営委

員会支援プロジェクト

フェーズⅡ 

技プロ 

全 8 州 

地域民  約 9 万人、

CGS 委 員 約 12 万

6,000 人、自治体関係

者約 2,300 人、州及び

県教育関係者 200 人

以上 

中断中 

2011 年 11 月

～ 

2015 年 10 月 

4.3 

（暫定） 

出所：JICA 各案件評価報告書、事前評価表、評価調査結果要約表（終了時、事後）等情報  
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２－４ 基礎教育を支援する開発パートナーの援助動向 

２－４－１ 開発パートナー枠組みと基礎教育ファンド  

基礎教育を支援するドナー間で「パートナーシップ枠組み」が 2007 年に署名されており 41
、

①教育アクセス、②教育の質、③財源確保・措置運営管理（GTFAR）、④非正規教育、⑤調整

（総合的実施の方針/軌道調整）のテーマ別グループを設けて、合意枠組みに準じた活動が進め

られている

42
。JICA は②教育の質と⑤調整グループに参加し、調整グループでは副グループ長

を務めている

43
。今年（2013 年）8 月には「基礎教育開発戦略プログラム（PDSEB）2012-2021」

の第 1 回合同モニタリングに係る覚書が署名されるなど

44
、協調は活発に進められている。 

重要な財政援助スキームには、基礎教育開発支援特別勘定（CAST-FSDEB）（コモンバスケッ

ト）があり、学校運営委員会の全国普及費として約 15 億 FCFA の措置が予定されている。同

CAST 財源は、2014 年度予算ではフランス（AFD）、カナダ、デンマーク、スイス、ユニセフ

（UNICEF）、ルクセンブルクからの出資のほか、世界教育パートナーシップ基金（Global 

Partnership for Education：GPE）（旧：Education for All / Fast-Track Initiative, EFA/FTI）45 からの

資金援助合意を得ている（GPE からは 2014～2016 年を対象に総額 7,820 万米ドル）。 

 

２－４－２ 留意すべき開発パートナーと事業 

（1）ユニセフ（UNICEF） 

UNICEF は、ブルキナファソのほかニジェール、マリを含むアフリカ約 12 カ国で、学校

教育手法イカム（École de Qualité Amie des Enfants：EQAmE）の試験的導入を進めている。

これは MENA が 2009 年より UNICEF の教育を得て実験的に進める学校教育のあり方に係

る教育理念（コンセプト）と方法論（アプローチ）で、矯正主義的な教育を脱して

46
、子

どもの基本的人権と自律性を尊重しながら学校教育の民主化を実現しようとする、新しい

時代の学校教育運動といえる。 

2013 年までの進捗は、MENA が設定する教育指標に問題の多い地域 2 県（ナメンテン

ガ、ガンズルグ）を選定して試行プロジェクトを行い、協力規模は約 930 万米ドルである。

導入校は EQAmE 校と呼ばれ、これまで約 300 校が EQAmE 校として支援を受けた。支援

対象は初等教育（小学校）のみで、活動には約 1,300 名の小学校校長・教職員・視学官へ

の研修、98 校の小学校新設を含む。実験的導入のため、MENA の教育・研修改革研究総

局（長）（Direction/Directeur Général (e) de I’Institut de la Réforme de I’Education et de la 

                                                        
41 合意書の署名者は、MENA（ex-MEBA）、フランス開発庁（AFD）、IDA/WB（世銀）、カナダ（大使館）、スイス開発庁（ス

イス）、EU 委員会、WFP、オランダ（大使館）、デンマーク（大使館）、スウェーデン国際開発協力機構、UNICEF、国連人

口基金（United Nations Population Fund：UNFPA）、日本（大使館）、NGO 及びブルキナファソ基礎教育支援協会代表、14 者。

USAID は文書に署名欄があるが、署名していない。Cadre Partnarial, Avril 2007 
42 PDSEB は（ロジカルフレームワークとして）5 つのプログラム（基礎正規教育アクセス、基礎・正規教育 の質改善、ノン

フォーマル教育、調整、PDSEB の効果的・効率的マネジメント）を設定しているが、テーマ別グループの区別と同じでは

ない。 
43 各テーマ別グループでは MENA 関係局が部長を、グループ a）より順に、CRS（NGO）、ユニセフ、カナダ、スイス、JICA

が、副グループ長を務める。 
44 MENA, PTF, avril 2013, Aid Memoire：Première Mission Conjointe de Suivi du Programme de Développment Strategique de 

l’Éducation de Base（PDSEB）.  
45 普遍教育の実現を支援するコモンファンド・世界基金。基金財源による国別支援を行う。日本は出資国でもある。ブルキナ

ファソでの同基金・代表は、現在、AFD（フランス）が担当している。 
46 例えば教師による体罰を用いた指導から、子どもが理解し自主的に行動を改善する指導へ変える等。 
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Formation：DGIREF）が技術的な指揮を担っている。PDSEB の実施枠組みでは後述の Aide 

et Action 支援の学校教育改善事業（Projet d’école de qualité：PEQ）とともに「新しい教育

アプローチ」（les approaches pédagogiques innovantes）活動として、（第 2 プログラム）「正

規基礎教育の質の向上プログラム」活動に位置づけられる。 

PACOGES との類似性は、民主的な学校関係者のかかわりにより良い学校環境を整える

取り組みである点、保護者・子どもの行動の変化を促す点等が挙げられる。差別化される

点は、EQAmE の中心アクターは子どもで、主な成果は「子どものクラブ活動（を通じた

改善）」である点である。また、EQAmE 導入学校に学校運営委員会（COGES）が設置さ

れた場合には、EQAmE の取り組みは COGES の活動計画の一コンポーネントを成すと推

測される点が挙げられる。 

 

（2）Aide et Action  

NGO Aide et Action は、ブルキナファソのほか、セネガル、マリ、ギニア共和国（以下、

「ギニア」と記す）、ニジェール、ベナン共和国、トーゴ共和国（以下、「ベナン」「トー

ゴ」と記す）など西アフリカ諸国で、EFA 目標を支援するための Projet décole de qualité（PEQ）

事業を展開している

47
。PEQ の取り組みは、①地域の知識を生かしたアプローチ、②地域

民の能力を生かしたアプローチ、という 2 つの観点から、学校教育を改善しようというも

のであり、地域特性や技術を考慮した学校のカリキュラム改訂も活動に含まれる。この目

的は、住民と学校が技能を共有し、村がもつ技能を取り入れて生産的な授業を行うことで、

学校を魅力的にし、子どもの学習意欲や喜びを高めて技能・知識の習得を促すことである。 

ブルキナファソでは、PDSEB の実施と目標達成に寄与する事業として政府・MENA 側

に承認され、全域を対象として活動を進める計画がある。言及した 7 カ国の事業費財源は、

フランス開発庁（ADF）からが 49％、51％は当該国の政府等財源である。2011-2014 年の

全体事業費は、190 万ユーロ（7 カ国計）となっている。 

民主的な学校教育をめざす側面は PACOGES の目的や前述の EQAmE 活動と共通すると

ころであり、PACOGES との類似性は、学校運営管理に着目し学校計画（le projet d’école）

を策定する点がある。PACOGES と差別化される点は、PEQ は学校管理職（とくに校長）

を能力向上の中核対象とする点、学校計画が 3 年である点（COGES 活動計画は 1 年）、PEQ

ツールとして学校や学習の質に係る指標を含むモニタリング・評価シートを用いる点、等

がある

48
。また、Aide et Action によれば、3 年間の学校計画策定の本格的な活動はこれか

らであり（現在は、方法・様式等のドラフトを準備中）、同計画には、学校運営委員会（COGES）

に係る事項も記載することになる。 

 

（3）Une Lamp pour l’Afrique 

NGO Une Lamp pour l’Afrique は、中華人民共和国（以下、「中国」と記す）/台湾政府の

援助を受けた支援団体で、照明施設が不十分である小学校施設を対象に、学習時間確保の

                                                        
47 西アフリカ地域ではブルキナファソを含め現在 7 カ国で活動。コートジボワール共和国（以下、「コートジボワール」と記

す）での事業開始を検討中。 
48 Outils d’elaboration d’un projet école de qualité au Burkina Faso, MENA, Aide et Action, September 2013 
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ための太陽電池ランプと太陽電池パネルの供与事業を行う

49
。実績及び計画は、2011-2012

年は 63 校、2013-2014 年は 343 校を対象とし、次期 2014 年は検討中であるが今年度より

多くなる見込みである。2013-2014 年の総事業費は、約 150 万ユーロである。 

支援サイトとターゲットは、MENA が選定した貧困率・就学率等を考慮した支援優先コ

ミューンの全小学校とするが、予算額の関係から最終的なターゲット校を絞り混む場合も

ある。選定ターゲット校に対しては、ランプ供与の前に学校関係者、住民へ向けたランプ

供与の目的と使用・維持管理方法についての説明会をもち、事業の理解と教育への意識啓

発を行っている。啓発の主要な対象者は、学校、保護者、保護者会（APE）、母親会（AME）

である

50
。 

ランプ等供与による学習効果のモニタリングは、アクターのコミットメント、自宅学習

状況、学習達成度状況（成績）を含む複数パラメーターを設定し変化をみる方法を取ると

される。 

Une Lamp pour l’Afrique 側は、ランプ供与の活動と PACOGES が支援する取り組みは、

学習時間の確保や学習の質向上の課題に対して、相乗的な効果をもたらすと考えている。 

 

（4）世界銀行（世銀） 

世銀は 2011 年に新たな 10 年戦略「教育戦略 2020（Education Strategy）」を発表し、10

年間に、①教育システム強化と②高品質な知識基盤の構築をめざし、各国への協力として、

迅速な支援、効果的な支援、万人のための支援、の 3 つの行動方針を掲げる。ブルキナフ

ァソでは、なかでも後期初等教育を中心とした支援を進めており、2013 年度の全体支援総

額・約 28 億米ドルである

51
。中等教育には、今後、約 5,000 万米ドルの投入を予定してい

る

52
。 

世銀の「第 3 次・基礎教育プログラム支援無償資金協力」（事業額 3,500 万米ドル）は、

経済財務省（MEF）を実施組織、MENA、社会福祉省（MSW）、青少年職業訓練・雇用省、

中・高等教育省を主なカウンターパートとして、ブルキナファソの PDSEB を支援する協

力であり、PDSEB の取り組みのうちとくに次の 7 点、○i 複式学級の授業法の開始、○ii 教

育の分権化過程での学校建設に係る学校・地域ベースの学校運営管理の拡大、○iii 中等理数

科教員をめざす学生のための遠隔教育プログラムの設置、○iv 基礎教育における学習時間の

増加、○v 初等・中等教育学習達成度評価システムの着手、○vi 技術教育・職業訓練に係るダ

ブル実習システムの導入、及び、○vii 中等学校における学校保健・栄養・HIV-AIDS 学習カ

リキュラムの開発の分野で協力を進めている。うち○ii 学校運営管理の拡大では、学校運営

委員会（COGES）をターゲットにするが、中等教育支援では学校運営委員会（COGES）

の中学校設置は、現在予定しておらず将来的計画と見込んでいる。また、世銀は、将来の

                                                        
49 ランプは 2 種（卓上デスクランプと、カードタイプ）あり、すべて太陽光電池による。ランプ価格は、太陽光パネル経費を

含んで、1 アイテム当たり約 4 万 FCFA。 
50 供与ランプ・太陽光パネルの利用方法（生徒への配布計画）決定や維持管理などの運営管理は、学校運営委員会（COGES）

や（COGES の設置がない場合には）保護者会（APE）に運営管理コミッティを設置し行う。1 生徒 1 ランプの配布を基本

とし、予算上で数が限られるため兄弟姉妹のいる家庭には 1 ランプを共有する、家庭間で順番に利用する、等の工夫を行

うとされる。 
51 世銀ウェブサイト［ブルキナファソ］ http://www.banquemondiale.org/fr/country/burkinafaso 
52 ただし暫定であり確定額ではない。世銀ブルキナファソ事務所への聞き取り調査（2013 年 12 月）。 
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中学校での COGES 設置に関しては、可能な限り JICA の知見を活用した協同での実施を行

いたいとの意向を示している

53
。 

教育セクターでの、ブルキナファソを含む世界各国を対象としたほかの注目すべき取り

組みとしては、各国の教育政策と学習達成度の関係性のデータ・情報提供を行う学校教育

分析ツール（Systems Approach for Better Education Results：SABER）プログラムがある。こ

れは、「教育戦略 2020」で世銀が掲げた「高品質な知識基盤の構築」に対応する取り組み

であり、その目的はどのような教育政策が効果的な学習成果をもたらすのかについて、世

界各国を対象とした検証データを整備するとともに情報を広く提供しようとするもので

ある。教育制度や政策領域（教育行政の地方分権化、教育の自治・裁量権、教育予算、説

明責任、等）を国際標準に照らして比較分析し、子どもの学習達成度向上に寄与する要素

に係る、知識基盤を確立することをめざしている。同プログラムと直結し、JICA は世銀と

共同研究プロジェクト「学習成果と衡平性に資する教育システム分析ツールの開発研究

（Systems Approach for Better Education Results：SABER, Learning Achievements and Equity）」

を進めており、西アフリカではブルキナファソ、セネガル、マリ、ニジェールの 4 カ国を

研究対象としている

54
。 

 

                                                        
53 Ibid. 
54 2013 年 12 月 4 日にワガドゥグで開催された SABER セミナーの情報より 
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第３章第３章第３章第３章    プロジェクトの基本計画プロジェクトの基本計画プロジェクトの基本計画プロジェクトの基本計画 

 

３－１ プロジェクトの概要 

（1）目標と成果 

上位目標：全国の小学校の参加型学校運営が改善される。 

プロジェクト目標：全国の小学校において学校運営委員会が機能する。 

成果 1：学校運営委員会が全国で設置され、関係者の能力が強化される。 

成果 2：COGES の持続的なモニタリング支援システムが強化される。 

成果 3：コミュニティ参画を通した COGES による学習成果向上活動の有効性が実証さ

れ、全国で共有される。 

成果 4：COGES のリソース運営管理システムが強化され、COGES の能力が強化される。 

 

対象地域：成果 1 については、全国 13 州対象。 

成果 2、3、4 については、フェーズ１対象地域のうち 1 州を対象とする。 

協力期間：2014 年 5 月～2017 年 4 月（3 年間） 

    

PACOGES フェーズ 2 は「全国の小学校において学校運営委員会（COGES）が機能する」

ことをプロジェクト目標に定め、「学校運営委員会（COGES）が全国で設置され関係者の能

力が強化される」（成果１）、「学校運営委員会（COGES）の持続的なモニタリング支援シス

テムが強化される」（成果 2）、「コミュニティ参画を通した学校運営委員会（COGES）によ

る学習成果向上活動の有効性が実証され、全国で共有される」（成果 3）、「学校運営委員会

（COGES）のリソース運営管理システムと活動能力が強化される」（成果 4）の、4 つの成果

として活動を展開する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－１ PACOGES フェーズ 1 & 2 のコンセプト  （調査団作成） 
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出所：PACOGES 月報 2013 年 7 月 

図３－２ 機能する COGES のコンセプト 

 

成果ごとの活動のポイント・留意点等は、次のとおり。後掲のプロジェクト・デザイン・

マトリックス（PDM）を参照。 

 

1）成果 1：COGES 研修の質確保と関係者の能力強化 

COGES 研修については、現行フェーズ 1 で既に改訂し、対象 1 州にて試行された「学

校運営委員会（COGES）マニュアル」を用い全国展開を実施する。新研修開始時に要請さ

れたナショナルトレーナーは約 30 名であったが、全国にて効率的に質を確保した研修を

実施するためには、さらに 30 名に増員する必要があったことから、急遽 30 名のナショナ

ルトレーナーを国民教育・識字省にて追加選出し、現専門家の下で養成し、全国展開準備

を進めることとした。 

また、これまでの普及シミュレーションを通じて、課題・教訓が取りまとめられている

ことから、次期フェーズでは、検証・評価したうえで再度研修計画を見直し、より質の高

い効率的な研修を展開する。プロジェクトとしては、2015 年 9 月から準備が開始されると

いわれている大統領選挙までには、全国普及を完了することをめざす。 

 

2）成果 2：国民教育・識字省とコミューンの協働による、包括的モニタリングシステムの

構築・持続性の確保 

COGES モニタリングは、これまで、国民教育・識字省主導〔①学区・視学官事務所（CEB）

を通じての書類回収、②県・州教育省関係者によるモニタリング会議〕の業務として実施

されてきており、一部パイロット地域のみで、コミューン-COGES 連絡協議会（CCC）を

統合しながらモニタリングフローを検討してきた。CCC の教育活動計画の検証・各学校運

営委員会（COGES）へのフィードバック、各 COGES 活動計画統合化の手続きが、学校活

動計画の改善につながっている結果を受けて、MENA と地方局、コミューン自治体、各学

校運営委員会（COGES）は、CCC の役割はモニタリングの必須要件と考えている。他方

でこの試みは開始されたばかりであるため、今後は活動・効果の検証と定着に取り組む予

定である。フェーズ 2 では、地域特性に配慮した地域別の書類回収計画を見極め、CCC に

て検証・フィードバック・統合する方法を慣習化・定着させ、学校運営委員会（COGES）
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モニタリングの安定化とモデル構築をめざす。 

さらには、コミューンレベルでの連絡協議会にとどまらず、県レベル、州レベルにおい

て情報を共有するフォーラムアプローチによって、COGES を通した教育開発への貢献活

動をめざす。 

また、定例会議については、MENA の所轄業務である既存の定例会議（第 2 章 2-2-3（1）

-3）モニタリング調整業務、参照）の仕組みを利用し、同定例会議に COGES に係る議題

の取り上げと協議を義務づけ、併せて DRENA、DPENA、CEB 長（CCEB）に対しては、

COGES モニタリングに係る業務指示書にて、実施を徹底させていくことをめざす（フェ

ーズ 1 にて作成した COGES 月例会議マニュアルを基に、修正改訂を加え実施する）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考：Guide sur la gestion participative des COGES au BurkinaFaso（COGES ガイド）第 6 章・図 3 

* suivi-accomopagnement（共働モニタリング、仮訳）といわれるのは、図のとおり、現場から中

央までの各レベルの多様なアクターが共に働きモニタリングが行われるからである。 

 

図３－３ 共働モニタリング* の実施体制 

 

3）成果 3：学習成果向上に係る有効性の実証と情報共有 

フェーズ 1 の 3 年目から改訂され、展開された住民参加型手法を通じて、学校活動計画

の策定手法は、より地域住民の意見が反映されたモデルとなった。加えて、学校活動計画

内で、より児童の学習成果向上につながる活動の導入を試行し、その有効性と効果は、既

に確認されている。 

活動では、各 COGES での新学校活動計画策定方法を実施しつつ、上記成果 2 の CCC の

場を利用しながら、学習成果の向上に係る活動をコミューンレベル、県レベル、ひいては

州レベルによって成果を実証し、優良事例を共有しながら発展的な活動をめざす。 

 

4）成果 4：COGES によるリソース管理能力の強化 

当活動は、主に学校給食に係るリソース管理、補助金管理に係る COGES 能力強化の要
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請が強く、早期実証を求められているものである。現フェーズ 1 にて、独自に学校給食を

実施し継続している COGES がみられることから、次期フェーズでは、これまでの COGES

活動事例を調査し、その内容を取りまとめ、情報共有セミナー等の開催を通して波及効果

をねらう。また、補助金管理については、ニジェール「みんなの学校プロジェクト」や、

セネガル「教育環境改善プロジェクト」での事例や実績を参考にしつつ、「現金受領→資

金管理→現物購入」と「コミュニティ会計監査」の技術・ノウハウを応用したシステムづ

くりを図る。 

考慮事項は、先ごろ MENA が学校給食事業の実質的な分権化に着手した段階にあり（302

の学校運営委員会を選定し研修後に試行を開始予定）

55
、COGES 支援実績がある PACOGES

に対し「学校運営委員会（COGES）の学校給食事業運営管理能力の育成」を要望している

点がある。しかし、周辺各国の「みんなの学校プロジェクト」では現金受領から給食事業

の実施までのプロセスをカバーした実績がないことから、給食事業については、リソース

管理能力の向上程度や MENA 側計画の状況をみながら、慎重に対応していく予定である。 

 

（2）最終裨益者・規模 

PACOGES フェーズ 2 による最終裨益（者）数及び規模は、国民教育・識字省・基礎教育

総局職員を実施組織として、同省内・地方分権化学校運営調整室職員、公立小学校 1 万 1,794

校、就学児童 230 万 6,594 名、小学校教員 4 万 4,107 名、小学校校長 1 万 1,794 名、州（DRENA）・

県（DPENA）・学区（CEB）の視学官 1,187 名、全 351 コミューン（地方自治体）及び地域

住民である（以上、数値は 2013 年 11 月時情報）。内訳詳細は表 3-1、3-2 のとおり。 

 

表３－１ 児童生徒・教員・校長（学校現場） 

 
州/Région 県 

コミュ 

ーン 

学区事務所 

CEB 

公立小学校 

（2013/7/30）

就学児童 

（2013/7/30）

教員 

（2013/7/30）

校長職員 

（2013/7/30）

1 
Boucle du 

Mouhoun 
6 47 55 1,159 281,108 4,395 1,159 

2 Cascades 2 17 23 543 94,017 1,872 543 

3 Centre 1 7 25 892 266,090 5,805 892 

4 Centre-Est 3 30 37 719 143,384 2,784 719 

5 Centre-Nord 3 28 50 1,213 185,065 3,333 1,213 

6 Centre-Ouest 4 38 36 970 240,942 4,827 970 

7 Centre-Sud 3 19 33 571 131,641 2,396 571 

8 Est 5 27 25 1,067 161,132 3,389 1,067 

9 Hauts-Bassins 3 33 43 1,081 278,485 5,386 1,081 

10 Nord 4 31 39 1,372 232,821 4,465 1,372 

11 Plateau-Central 3 20 30 786 103,551 2,105 786 

12 Sahel 4 26 32 641 87,673 876 641 

13 Sud-Ouest 4 28 35 780 100,685 2,474 780 

 
計 45 351 463 11,794 2,306,594 44,107 11,794 

                                                        
55 学校給食に係る学校運営委員会（COGES）への研修は 2013 年 11 月末、12 月頭の 2 回のプログラムで行われた。 
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表３－２ 地方視学官（教育省地方事務所） 

 

 
州/Région 

MENA 州教育局 DRENA 
MENA 県教育局

DPENA 
MENA 学区事務所 CEB 

1 級・ 

視学官

（IEPD）

視学官 

（CPI） 
計 

1 級・ 

視学官

（IEPD）

視学官 

（CPI） 
計 

1 級・ 

視学官

（IEPD）

視学官 

（CPI） 
計 

1 
Boucle du 

Mouhoun 
4 4 12 12 106 106 

2 Cascades 1 1 2 4 1 5 19 27 46 

3 Centre 7 7 14 3 5 8 20 73 93 

4 Centre-Est 2 0 2 4 3 7 34 52 86 

5 Centre-Nord 1 3 4 5 3 8 28 48 76 

6 Centre-Ouest 8 0 8 13 5 18 46 73 119 

7 Centre-Sud 0 1 1 3 2 5 23 40 63 

8 Est 2 1 3 3 1 4 26 42 68 

9 Hauts-Bassins 5 0 5 6 2 8 37 50 87 

10 Nord 4 1 5 5 0 5 37 66 103 

11 Plateau-Central 3 2 5 5 4 9 26 51 77 

12 Sahel 0 0 0 4 1 5 12 38 50 

13 Sud-Ouest 2 1 3 3 0 3 21 39 60 

 
計 56 

 
97 

 
1,034 

 
注：①（2/13/7/30）はデータの有効年月日をさす。 

②青いハイライトは PACOGES フェーズ 1 の対象州を指す。 

③IEPD：Inspecteur de l’enseignement pédagogique du 1er degré（1 級・視学官） 

CPI：Conseiller pédagogique intinérant（視学官-日本の指導主事に類似する役職） 

出所：上すべて DGEB/MENA 情報 

 

３－２ プロジェクトの実施体制 

国民教育・識字省を所管官庁として実施され、基礎教育総局長及び地方分権化学校運営調整室

（Service de la coordination de la gestion décentrqlisée des école）の職員が主な C/P となる。なお、

フェーズ１のナショナルコーディネーターが COGES 調整部長を兼任する（詳細は付属資料 1．

M/M 参照）。 

 

（1）投 入 

＜日本側＞ 

① 長期専門家 3 名（①副チーフリーダー/研修計画、②COGES 能力強化、③業務調整/

モニタリング） 

② 短期専門家（①チーフリーダー、その他必要に応じて） 

③ 機材（車輛、コピー機）フェーズ 1 で使用可能な機材は引き続き使用し、必要に応じ

て購入する。 

④ 日本あるいは第三国における研修 
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⑤ 在外事業強化費（研修実施、共有セミナー、アトリエ、ベースライン調査等に必要な

経費） 

 

＜ブルキナファソ側＞ 

① カウンターパート 

② プロジェクト執務室、執務室維持経費 

③ 全国普及予算（15 億 FCFA）、COGES モニタリングに係る経費 

 

（2）全国普及の予算 

全国普及の予算に関しては、CAST
56
予算より 15 億 FCFA が確保されていることを確認し、

M/M へもこれを明記した。当予算は全国普及に係る以下の活動費である。 

① 州の関係者（DREBA、DPEBA、州知事、県知事、コミューン長）を対象とした COGES

設立に関する情報共有セミナー 

② 州・県レベルの FP、視学官、コミューン教育担当者を対象とした民主的な COGES 設

立に関する研修 

③ 校長を対象とした COGES 設立・参加型学校運営管理に関する研修 

④ COGES メンバーを対象とした活動計画作成・参加型学校運営管理に関する研修 

⑤ COGES 設置 1 年目に係る COGES モニタリング 

なお、当予算は 2014 年～2015 年に執行予定とされている。ただし、全国普及はフェーズ

1 にて実施した中央北部州の実績の検証結果を経て、かつフェーズ 2 の実施体制が整ったう

えで開始する。 

 

（3）活動計画及び予算分担表 

全国普及に係る活動計画の詳細については、現在（フェーズ 1）で実施されている中央北

部州に対する研修実績を基に計画の改善を行うこととし、予算分担表については R/D サイン

時に詳細（案）が策定され、両者間で合意された。 

 

（4）地方分権化学校運営調整室の設立について 

予定されていた地方分権化学校運営調整室の設置については、国民教育・識字省が組織改

編中であることも影響し、まだ実現されていない。R./D 署名時までの設置とすることは、不

確実であると判断されたことから、当調整室設置及び人員の配置等については、遅くとも

PACOGES 2 の開始前までの設立をめざすことで合意された。 

 

（5）プロジェクト執務室について 

プロジェクト執務室で従事するメンバーは、プロジェクト専門家の C/P が国民教育・識字

省次官、基礎教育総局長、地方分権化学校運営調整室の職員となる。したがって、フェーズ

１のプロジェクト事務所から国民教育・識字省内へと移行の予定とされていたが、地方分権

化学校運営調整室（約 11 名）及び PACOGES2（約 7～8 名）の業務スペースの確保が確実で

                                                        
56 コモンバスケットファンド（Compt d’Affectation Speciale du Tresor） 
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はないことから、代替案として、現在のプロジェクト事務所を継続して使用することも検討

していく。 

 

３－３ プロジェクト実施に向けた留意事項 

今回の調査において、PACOGES フェーズ 2 の大枠について、ブルキナファソ側国民教育・識

字省と合意し、ミニッツを結ぶことができたが、幾つかの点については、今後も検証していく必

要がある。 

 

（1）ブルキナファソの全国普及戦略及び、COGES 活性化モデルの問題点 

他国に比べて COGES 政策推進に向けたブルキナファソ側のオーナーシップは高い。これ

は、「COGES 全国普及戦略策定委員会」が PACOGES の開始とほぼ同時に設立され、さらに、

PACOGES 開始後約 1 年半で、全国普及戦略書及び COGES モデルの承認が行われたことか

らも分かる。これに対し、ニジェールやセネガルのみんなの学校プロジェクトでは、それぞ

れの国の COGES 政策への関与や関心が比較的低かったため、COGES 機能化モデルの有効性

を証明し、承認されるまで多くの時間と労力を費やした。 

PACOGES は、この国の COGES 普及への高いオーナーシップによりモデル承認という全

国普及における大きな関門を苦労せず早い時点で通過することができた。しかし、この高い

オーナーシップが、関係者に拙速な目的の達成を求める傾向を生み出す。この傾向が検証不

十分の普及戦略や COGES モデル承認をというデメリットを生んだ。そのため、決定された

全国普及戦略は実施されず、改定され、承認されたはずの COGES モデルは改善の必要とさ

れ、現在も実証を行っている。 

それに対し、ニジェールやセネガルでは、国民教育・識字省関係者や関係ドナーに対し、

研修実施の容易さ、普及コストの低さを含むモデルの有効性をアピールする必要があり、結

果としてプロジェクト自身で普及に対応できるモデルへの厳しい検証が行われた。その結果、

両国ではモデル承認の前にある程度全国普及に対応できる COGES モデルや研修実施方法が

確立されていた。そのため、普及資金の金額、普及計画の直前にたびたび変更が生じたにも

かかわらず、全国普及を短期間で実施した（しようとしている）。 

ブルキナファソにおける 2 度目の普及戦略と COGES モデルが本年度承認されたが、普及

期間、方法、費用とも検証が十分であるとはいえず、今後、さらに、詳細で具体的な計画策

定が必要になる。 

 

（2）全国普及の困難さ、専門家の TOR 及び、JICA の協力体制 

PACOGES フェーズ 2 の活動の中心となるのは COGES モデルの全国普及である。普及対

象校としては、1 万校程度で、研修対象の中心は、校長、保護者、住民である。全国普及の

中央での実施主体は、今後創出される予定の COGES 調整部とされ、全国普及予算は、15 億

FCFA 程度がコモンファンドである CAST 資金から拠出される予定である。全国普及の時期

で注意が必要なのが、2015 年 11 月に予定されている大統領選挙である。この時期は政治的

緊張が高まり、選挙の前後の時期は行政の停止が予想されるからである。 

以上の条件を総合すると、PACOGES フェーズ 2 の全国普及は、新しく創出される COGES

担当部署を支援、能力強化しながら、確定できない CAST 資金の全国普及予算の拠出の時期
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をにらみつつ、ブルキナファソにおいては初となる全国の 1 万を超える学校関係者及び住民

への研修を、大統領選挙以前の 1 年程度の短期間に終了させる、という非常に困難な条件の

なかで実施しなければならない。さらに、全国普及の準備、実施の過程においては、PDM に

表れていないさまざまな調整業務が多量に発生することは間違いない。 

これら困難な事業を実施するためには、プロジェクト専門家、COGES 調整部や関係者が

総力を挙げて取り組む体制をつくっていく必要があり、ブルキナファソ側との全国普及の手

続等の交渉には、JICA 事務所、あるいは本部の協力が不可欠であり、全国普及に向け、ALL 

JICA 体制で取り組むことが重要である。 

 

（3）全国普及に成功するために現在のプロジェクトに求められること 

現在、1 州で、PACOGES が全国普及モデル形成に向け、最後の研修方法の研修実施体制

の実証を行っているが、これらの実証は、PACOGES の期間内では完結せず、PACOGES フェ

ーズ 2 へ引き継がれる。しかしながら、フェーズ 1 で実証された研修の実施体制に不具合を

見つけたとしても、フェーズ 2 では、全国普及の時期が迫っており、再度別の実施方法・体

制を試す時間はない。求められることは、現フェーズにおいて、PACOGES がより現実的で

厳密な全国普及の実施シミュレーションを行い、研修日数や研修方法について現実可能なモ

デルを複数提案し、フェーズ 2 で検証できるように残していくことである。 

シミュレーション実施の条件としては、全国普及の見積もりは、15 億 FCFA の 90％程度

に抑え、実施期間は 12 カ月以下、普及実施に必要なノウハウやその研修の中心人材は、フ

ェーズ 1 内に養成しておくことが望まれる。 

 

（4）みんなの学校プロジェクト群内の情報共有の強化 

PACOGES フェーズ 2 の成果 4 においても、COGES によるリソース管理が挙げられている

ように、COGGES がその本来の役割である供与される権限の受け取り手として役割を果たす

能力強化モデルの形成が、ブルキナファソにおいて必要とされている。COGES による給食

運営管理モデルについては、既にその試行が始まっているほか、補助金などの導入も将来的

には検討されている可能性もある。また、COGES は、その大きな住民啓発や動員の能力か

ら、教育のアクセスだけではなく質への貢献をも求められており、PACOGES フェーズ 2 の

成果 3 の活動において、プロジェクトでさまざまな実践がブルキナファソ国内外から集めら

れ、分析され共有される。これらの分野においては、ブルキナファソに先行するニジェール

やセネガルのみんなの学校プロジェクト群で実証活動があり、成果の共有を行い、より効率

的なモデル形成を行い、ブルキナファソの教育開発に資していく必要がある。 
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第４章第４章第４章第４章    5 項目による評価結果項目による評価結果項目による評価結果項目による評価結果 

 

４－１ 妥当性 

PACOGES フェーズ 2 は、ブルキナファソの基礎教育政策と教育行政改革を支援し、わが国・

JICA の開発支援政策・戦略に基づきながら JICA が効果検証と実績を有する参加型・民主的な学

校運営管理を可能とする方法論を活用する意義の高い事業である。女子や貧困層など社会的弱者

の就学アクセス向上や学習達成度の改善など、ブルキナファソの喫緊な教育ニーズへの効果が期

待される点等からも極めて高い妥当性が認められる。根拠は次のとおり。 

 

（1）ブルキナファソの教育政策との整合性 

1）教育行政改革への支援としての意義 

第 2 章で述べたとおり、ブルキナファソ政府は、2007 年の教育基本法の制定により教育

制度改革に着手し、地方分権化の方針に基づき中央に集中してきた教育行政を地方へと委

譲し、行政サービス及び公共サービスを全域に分散・普及することに取り組んでいる。そ

の目的は、地域・学校の意思決定の拡大、学校教育・義務教育の機会均等（アクセスの改

善）、教育水準の確保（学習の質の向上）、地域の特性・実状に応じた普遍教育の実現、教

育リソース管理の透明性と、教育行政の説明責任、等を含む。目的達成には、教育の実施

主体である学校やコミューンの決定・裁量を拡大させ、保護者・地域民の教育への参画を

促し、官民双方の教育リソースが連携しながら有機的に働くことが求められ、このための

新たな制度と環境が必要とされてきた。ブルキナファソ政府は、「初等教育従事組織に係

る政令・第 2008－236 号」より、学校運営委員会（COGES）の設置を定め（第 31 条）、さ

らに 2013 年 3 月発布の省令第 2013-029 号により COGES の構成員と各役割をさらに明確

化し、学校運営委員会（COGES）が、同国の教育開発において極めて重要なアクターかつ

リソースであることを示している。 

学校運営委員会（COGES）の設置・普及を支援する PACOGES フェーズ 2 は、ブルキナ

ファソの政策的・教育的ニーズに極めて適時に対応し、教育改革が求める新たな制度・環

境づくりに直接的に寄与する事業であり、協力の意義が大きい。 

 

2）「国家基礎教育開発戦略（PDSEB）」及び「COGES 全域普及戦略」との整合性 

ブルキナファソ政府は、教育開発における学校運営委員会（COGES）の役割を重視し、

PDSEB 2012-2021 の「第 1 プログラム・初等教育のアクセス拡大プログラム」下の＜「市

民及び協力パートナーの参加促進・サブプログラム」「第 2 プログラム・教育の質の向上」

下の「学校活動に焦点を当てた学習の（質的）改善・サブプログラム」にて、アクターあ

るいは学校運営の末端組織として位置づけている。同プログラムは「学校運営委員会

（COGES）、保護者会（APE）、母親会（AME）の啓発及び能力強化」を通じ全州・全県に

学校運営委員会（COGES）が民主的な教育活動を展開することをねらいとしており、「2015

年以降の（MENA 規定・標準）学習時間の 100％確保」（指標）をめざした夜間学習や補

習授業時間の確保、夜間学習を可能とする照明器調達、学校運営委員会（COGES）による

学習モニタリングを挙げて、「学校運営委員会（COGES）の全国設置と活動展開」を必須

の条件（外部条件）としている。この方針に基づき、政府は 2013 年 4 月に「COGES 全域
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普及戦略」を発表し、2015 年までの全域・全小学校の COGES 設置計画を具体化した。 

PACOGES フェーズ 2 は、これらブルキナファソ政府の戦略と目標を直接的に支援する

ものであり、政策的な整合性、実施の妥当性は、極めて高い。 

 

（2）上位目標の、最終裨益者ニーズとの関係性（適切性） 

ブルキナファソ政府は、前・基礎教育開発 10 カ年計画（PDDEB）を通じ、過去 10 年（2001/02

～2011/12 学校年）に、学校数を 2.14 倍に増設し、初等教育入学率（第 1 学年）を約 1.7 倍

（49.3％から 88.3％）に、女子は 2 倍以上（40.2％から 86.9％）とする大きな進展をみせた

（PDSEB 2012-2021, 3.1.2）。しかしながら、周辺諸国と比してなおも教育指標は悪く、ジェ

ンダー格差は大きい。学齢人口の急増（人口増加率 3.42％、人口 48.3％が 15 歳未満）に対

応できず、教員不足や学校施設基準を満たさない仮設教室（約 14％に上る）が原因で、国家

カリキュラムに準じた授業を提供できないなど、学校運営管理の問題が顕著である。 

ブルキナファソ政府は、問題解決の過程で学校・地域民の民主的参加による学校教育を進

める必要があること、学校運営委員会（COGES）が重要な「民間の教育コミュニティ」とし

て、公的教育アクターと共働しながら裁量権を有する実施者となる必要があると考えている。

同国政府は、PACOGES フェーズ 1 の成果を受けて、学校運営委員会（COGES）の活動が就

学や学習時間の拡大、とりわけ女子就学の拡大に効果をもたらすと認識しており、本調査・

視察においてもこれが確認されている

57
。 

このように、本協力はブルキナファソの上記・教育課題に直接的にコミットして改善効果

をもたらすと期待されるもので、同国ニーズに整合した協力であると判断できる。 

 

（3）アプローチの適切性 

PACOGES フェーズ 1 の成果を受けて、PACOGES フェーズ 2 では、①「機能する COGES」

を全域にて設立して、地方教育行政に従事する多様なアクターと学校・市民のコミットメン

トを得ながら、全国すべての小学校で民主的かつ参加型の学校運営管理の改善に着手するこ

と、②パイロット地域を選定して、ブルキナファソに既存する国民教育・識字省主導による

学校運営委員会（COGES）モニタリングの仕組みに、地方分権化のメインアクターとなりつ

つある地方自治体（コミューン）を巻き込んだ総合的な COGES モニタリング・システムの

構築を図る。 

方法論について特記される点は、PACOGES（フェーズ 1 及び 2）が、JICA が西アフリカ

諸国（ニジェール、マリ、セネガル）にて尽力している「みんなの学校プロジェクト群」に

て実証し・質を高めた学校運営委員会（COGES）が機能するための 3 要素（ミニマムパッケ

ージ：民主選挙、参加型学校運営手法研修、持続可能なモニタリングシステム）を用い、ブ

ルキナファソの学校現場ニーズと地方教育行政の進展に応じた協力を進める点が挙げられ

る。また、実施過程では、①全国普及活動では質を確保しながら、効率化した研修方法を採

用すること、②MENA 本省の中央行政官、MENA 出先事務所（DRENA、DREPA、CEB 視学

官事務所）の地方行政官・視学官、州知事、県知事、コミューン自治体・教育担当職員、フ

                                                        
57 DGEB/MENA, 中央プラトー州ウブリテンガ県アブスヤコミューン学校 2 校の学校運営委員会、及び、ウルグマネガコミュ

ーン-COGES 調整会（CCC）への聞き取り調査（2013 年 11 月～12 月）。 
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ェーズ 1 で試行したコミューン- COGES 調整会（CCC）など、主要アクターの能力強化を進

めていくこと、③教育行政の分権化では各省連携が必須となる点に配慮し、国土整備地方分

権化省（MATD）と MENA 間の情報共有を拡大することが予定されている。 

以上のように、PACOGES フェーズ 2 は、特定された各課題に対応する論理的かつプラク

ティカルなアプローチをもち、技術協力としての適切性が高い。 

 

（4）日本政府・JICA の援助政策･計画との整合性 

日本政府は「教育協力政策 2011-2015」として、学校運営改善（父母やコミュニティの参

加を得た学校運営）、地域に開かれた学校（地域の教育ニーズに対応した学校）、安全な学習

環境の整備、女子・貧困層等の社会的弱者の就学向上を中核的支援とすることを謳っている。

アフリカ支援戦略では、既に第 4 回（2008）アフリカ開発会議（TICAD IV）にて「地方教育

行政の能力向上と『みんなの学校』プログラムを通じた民主的な学校運営の能力強化を促進」

することが宣言されており、第 5 回 TICAD V（2013）にて「学校運営改善『みんなの学校プ

ロジェクト』の拡充支援」が改めて合意された。これら戦略を根幹とし、外務省/JICA の対

ブルキナファソ援助方針・ローリングプランでは、PACOGES を「学習の質改善プログラム」

事業に位置づけ、学校運営委員会（COGES）の推進による、地方教育行政と民主的学校運営

管理の実現化への支援を明記している。 

以上から、PACOGES フェーズ 2 は、わが国政府・JICA の支援政策と一環性をもって明確

に整合した事業であり、効果的・適切な協力と判断できる。 

 

４－２ 有効性 

PACOGES フェーズ 2 は、フェーズ 1 の実績・成果を検証したうえでブルキナファソ政府の目

標達成に寄与する期間目標を設定し、目標達成につながる 4 つの成果は各技術的課題に対応し、

成果ごとの詳細活動が計画された。デザインの論理性と目標達成フィージビリティの高さから有

効性は明確と判断される。根拠は次のとおり。 

 

（1）プロジェクトデザインの論理性・効果見込み 

第 3 章で述べたとおり、PACOGES フェーズ 2 では 「全国の小学校において学校運営委員

会（COGES）が機能する」ことを期間（短期）目標に定め、このために「学校運営委員会（COGES）

が全国で設置され関係者の能力が強化される」（成果 1）、「学校運営委員会（COGES）の持続的

なモニタリング支援システムが強化される」（成果 2）、「コミュニティ参画を通した学校運営委

員会（COGES）による学習成果向上活動の有効性が実証され、全国で共有される」（成果 3）、

「学校運営委員会（COGES）のリソース運営管理システムと活動能力が強化される」（成果

4）の、4 つの成果が設定された。 

成果 1 は、フェーズ 1 で実証された「機能する COGES」を JICA 専門家が技術支援しつつ

中央・州・県レベルの行政官が全国展開を実現することで学校運営委員会メンバーを含めた

関係者の能力強化が実施される。この全国展開活動により、地域住民の参加を通した学校環

境改善活動が全国で実施されることとなるが、一方、持続可能な学校運営委員会となるため

には、モニタリングシステムが必須となる。 

成果 2 では、COGES 担当官によるモニタリングや既存の定例会議、コミューン-COGES
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連絡協議会の試行を通し、COGES による自主モニタリング、コミューン国民教育・識字省

-COGES 間の情報共有を通した持続発展性のあるモニタリングシステムの強化を図ることと

した。 

成果 3 については、「機能する COGES」による学習成果向上活動を実施し、教育開発への

貢献の可能性とその有効性を実証する。また、国民教育・識字省内でも課題とされている「補

助金」や「学校給食」管理といったリソース管理を成果 4 とし、COGES が実施している活

動の優良事例を基に波及的な効果をめざす。 

以上、成果の内容とデザインの論理性が認められ、効果へのフィージビリティは高いとい

える。 

 

（2）目標・アウトプットの達成を妨げるリスク要因・外部条件 

期間目標の達成は、次の外部条件が満たされることが求められ、これについては実施期間

中にモニタリングされるよう勧められる。 

・ MENA が、学校運営委員会（COGES）全域設置・普及予算の措置を活動計画に沿って、

順当に進める。 

・ 地方教育行政・分権化政策における、学校運営委員会（COGES）に係る戦略が維持され

る。 

・ PACOGES フェーズ 2 による研修受講により育成された教育行政官の能力が、所属組織

内で定着し、当該組織の能力として活用が継続される。 

・ PACOGES フェーズ 2 による研修を受講した学校運営委員会（COGES）の委員が、任期

終了前に離任せず、育成された能力を用いた業務を行う。 

 

４－３ 効率性 

中央から地方・学校現場までの各アクターの役割を考慮した人材配置・意思決定体制・事業費

財源の確保など、明確な実施体制・投入計画が合意された。ブルキナファソでの JICA 他事業と

の相互補完性やドナー協調環境の安定性もあり、良好な効率性が認められた。MENA が他開発パ

ートナーと進める教育活動との情報共有を進めることで実施過程での活動の円滑化と成果発現

の効率・効果をさらに高めることができるであろう。根拠は次のとおり。 

 

（1）投入計画の適切性 

人材計画では、ブルキナファソ側のカウンターパート・技術向上のターゲットとして、中

央から学校現場に至るアクターが、日本側では教育・学校運営管理の専門性を有するチーフ

アドバイザー、研修及び COGES モニタリング支援の専門性を有する教育専門家、並びにモ

ニタリングシステム構築支援の専門家の派遣が、両国にて確認された。成果創出と目標達成

に適した人員体制が計画されているといえる。予算計画では、事業費積算・計画・申請・措

置を所轄する MENA 財務運営管理局（DAF）と協議しながら事業積算を行っていること、全

国普及予算に基礎教育開発特別勘定（CAST）から 15 億 FCFA が確保されていること、日本

側の暫定予算が確定していることから、不安定要因はない。活動に要する資機材・施設は、

フェーズ 1 の投入資材を活用し、新たに要する資機材案は両国間で確認されており、調達の

計画性も高い。 
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以上から、投入計画は、透明性、フィージビリティの高いものといえる。 

 

（2）運営管理体制での工夫・配慮 

PACOGES フェーズ 2 では、中央・地方・学校現場において多様なアクターがコミットす

るが、おのおのの役割は、現行のフェーズ 1 を通じて共通理解がある。これらアクター間の

調整と計画の意思決定が円滑に実施されるために、最低年 2 回の会合をもつ合同調整員会

（JCC）の設定が約束され、メンバーには、日本/JICA 側人材と、MENA の関係部署、コミ

ューン自治体の所轄省である MATD、PDSEB 常設事務局（Sécretariat Permanent de PDSEB：

SP/PDSEB）、コミューン自治体代表等が予定されている。合同調整委員会は、12 月～1 月ご

ろ、6 月～7 月ごろの年 2 回開催される予定であり、中央政府・地方行政・学校現場の活動

進捗や成果の共有体制として、適切なものといえる。 

なお、地方教育行政の分権化の進展と、コミューン自治体への行政事務に係る権限・リソ

ース委譲の進展、地域格差に係る情報については、適宜、MENA 内の分権化推進チーム

（Cellule ministérielle de transfert des ressources aux communes）との意見交換をもつことが勧め

られる。 

 

（3）JICA 協力としての工夫（他事業との相互補完性） 

JICA はこれまでブルキナファソにて、学校建設（無償）、教員養成校建設（無償）、初等教

育・理数科現職教員研修改善プロジェクト〔Project of Teacher Training Improvement in Science 

and Methematics at the Primary Level：SMASE（技協）〕等の、初等教育への包括的な協力を行

ってきた。学校建設によっては就学数の拡大への効果が、教員養成校建設については教員数

増員や教授法の質向上への効果が期待され、これに併せて学校現場にコミットする

PACOGES 協力を行うことでブルキナファソの喫緊のニーズである、学校環境の質改善と学

習の質向上に包括的に対応する効率的かつ効果的な協力となる。 

将来において、教員養成校の履修科目に学校運営管理（COGES）に係るシラバスが組み込

まれれば、PACOGES フェーズ 2 の効果発生をより効率化できると考えられるため、プロジ

ェクト期間中は、これに係る MENA との意見交換を行い可能性を検討する。 

 

（4）ドナー協調 

ブルキナファソでは MENA と基礎教育支援関係者が「開発パートナー枠組み」を合意・

署名しており、これに準じた良好な協調環境が築かれている。JICA 協力・PACOGES は各支

援組織に認知され、特に JICA は教育の質グループと協力調整グループで役割を担い

PACOGES の情報共有に努めている。本調査では、ドナー組織から PACOGES が取り組む学

校運営委員会（COGES）の活動と効果について、より詳しく知りたいとの意見が聞かれたた

め、フェーズ 2 ではパートナー会合での一層の広報や理解促進を図られたい。 

また、注視されるべき他組織の取り組みとして、UNICEF が MENA と導入を図る新しい教

育方法論の EQAmE、Aide et Action が MENA と進める le projet école de qualité（PEQ）があ

り、三者の協力を相互補完的・整合性あるものとするための情報共有が勧められる。 
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４－４ インパクト 

PACOGES フェーズ 2 によって参加型・民主的な学校運営委員会（COGES）が全域にて活動を

実践し、これに係るモニタリングの仕組みが定着すれば、全国の小学校の学校運営管理の改善（上

位目標）が見込まれ、民主的な参加型教育及び教育行政における透明性や説明責任の向上等の波

及効果も期待できる。根拠は次のとおり。 

 

（1）上位目標の達成予測 

PACOGES フェーズ 2 は、中期的に「全国の小学校の参加型学校運営が改善する」（上位目

標）ことをねらいとし、長期的に「初等教育のアクセス並びに学習の質が改善される」（ス

ーパーゴール）ことをめざす。「妥当性」で述べたとおり、PACOGES フェーズ 1 の実績から、

学校運営委員会（COGES）が地域ニーズに応じた民主的・参加型の運営管理を実現した場合

には、就学率向上や学習時間の増加、学習の質の向上が得られることが確認されている。し

たがって、PACOGES フェーズ 2 のプロジェクト（期間）目標が達成され、機能する学校運

営委員会（COGES）が活動を継続することにより、上位目標の達成とひいては長期目標の達

成が期待できる。 

 

（2）波及効果予測 

参加型・民主的な学校運営委員会（COGES）の活動が全域で実践され、モニタリングが定

着すれば、長期的に次事項に寄与すると期待される。 

・ 女子就学の拡大、学習時間の増加、教育水準の確保、学習の質向上など教育指標の改善 

・ 地域の裁量の拡大による地域特性に基づく学校教育計画の策定・実施 

・ 就学前教育及び後期初等教育（前期中等教育）における、学校運営委員会（COGES）活

動の導入 

・ 地方教育行政とサービスの民主化、透明性、説明責任の向上 

 

（3）上位目標、スーパーゴール（中長期目標）を妨げ得る、リスク要因 

中長期目標の達成には、次の外部条件が満たされる必要があり、これについてはブルキナ

ファソ側が事業完了後にもモニタリングし、必要な措置を取ることが求められる。 

・ 初等教育学齢児童人口（6 歳～11 歳）が、極端に急増しない。 

・ 一般家庭世帯の経済状況が、コミュニティの学校教育への活動・貢献を妨げるほどに、

極端に悪化しない。 

・ 学校教職員の労働争議（ストライキ）が、子どもの通学・学習や学校運営を妨げるほど

に頻発しない。 

・ ブルキナファソの治安が、活動を妨げるほどに悪化しない。 

 

４－５ 持続性 

妥当性で述べたとおり、PACOGES が支援する学校運営委員会（COGES）の全域設置と、同委

員会活動による参加型学校運営の実現と地方教育行政の発展は、ブルキナファソの優先政策であ

り法令等により制度化されている。事業財源の予算化が確定していることと基礎教育政策目標に

必要となるアクターがコミットする事業であることからも、持続可能性が認められる。学校やコ
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ミューンの地域格差や社会的弱者に配慮することで、実施効果の持続性をより高められるであろ

う。根拠は次のとおり。 

    

（1）政策・法制度面からみた、本事業効果・成果の持続可能性 

「妥当性」で述べたとおり、PDSEB 2011-2021 では、参加型・民主的な学校運営委員会

（COGES）の全域設置と活動を、地方教育行政の発展と教育課題解決の重要なリソースとみ

なし、基礎教育の開発における同戦略の優先度は高く、法律・省令によりこれを明確に定め

ている。これら法令は今後も同国の政策として維持されていくと見込まれるため、PACOGES

フェーズ 2 により得られた成果・波及効果の持続可能性も、期待できる。 

 

（2）財政面からみた、本事業効果の持続可能性 

「効率性」で述べたとおり、ブルキナファソ政府は法制度及び国家戦略にて全域での学校

運営委員会（COGES）の普及を定めたうえで、CAST 財源（15 億 FCFA）の措置を決定して

おり、財政面は安定的である。他方、教育行政官を通じた学校運営委員会（COGES）モニタ

リング財源は、現段階では全国普及計画 1 年目が予算化され、2 年目以降は既存の教育モニ

タリング予算を用いる計画であるため、新たなモニタリング・モデルで要する経費を 1 年目

の活動結果によって把握し、2 年目を開始する前に、MENA 側と 2 年目以降の活動経費を積

算したうえで、必要な措置規模の精査、予算計画のアップデートが必要となろう。 

予算計画・措置の手続きにおいては、DGEB 及び DAF/MENA と、各成果・活動に対応し

た CAST 支出計画を、密に確認しながら進めるよう、配慮されたい。 

 

（3）組織・技術面からみた、本事効果の持続可能性 

本案件にてコミットメントするアクターが、MENA、DRENA、DPENA、CEB、州自治体、

県行政、コミューン自治体、学校そして地域民など、教育行政とサービスの提供プロセスで

おのおのが役割を担う既存の人材である点は、PACOGES が、効果持続の潜在力が高いこと

を意味する。実施体制の安定化を促すもうひとつの要素として、近く MENA 内に DGEB に

直結する部署として学校運営分権化調整室（仮称、Coordination de la gestion décentralisée des 

écoles）が設置される予定であり、PACOGES 活動を含む、学校運営委員会（COGES）の政

策策定と実施監理部隊となることが挙げられる。PACOGES フェーズ 2 は、同部署に配属が

見込まれるカウンターパート（約 10 名）と共に業務を進め、同部署の職員を含む中央から

学校現場迄のアクターの能力強化を図ることが、両国間で確認されている。 

コミューン-学校運営委員会調整会合（CCC）の働きによる、持続的・自律的な学校運営委

員会（COGES）モニタリングのモデル構築は、ブルキナファソで新しい取り組みであるため、

フェーズ 1 にて試みた定例会合と、学校活動計画と年間総括表回収の手続きを精練するとと

もに、州関係者のフォーラムアプローチにて有効性を実証し、併せて活動経費の予算化の仕

組みづくりを同時並行にて進めることが重要となる。 

 

（4）効果の持続可能性を高めるための配慮事項 

ブルキナファソの地方教育行政・地方分権が進展過程にあることをかんがみ、PACOGES

フェーズ 2 では、次事項に配慮して進められることが確認された。これにより、同国での参
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加型の学校運営委員会（COGES）の全域普及、民主的な学校教育と教育の公正の実践に係る、

持続可能性が高められるであろう。 

・ 女子就学への取り組みを、重要なコンポーネントとして継続していくこと。 

・ 地域のアクターの役割（誰が何の責務を負うのか）を明確化していくこと。 

・ コミューン自治体の人材・財源規模や学校運営委員会（COGES）の人材・財源規模の地

域間格差に配慮すること。 

・ 学校運営委員会（COGES）のモニタリングを通じ、地域教育の評価と市民への説明責任

を果たすこと、等。 

    

以上のとおり、本 PACOGES フェーズ 2 は、高い妥当性と効率性、及び有効性とインパクトの

見込みも高く、持続性も期待でき、実施の妥当性は極めて高い。日本政府と JICA が進める参加

型学校運営への支援が、アフリカ地域の各関係国に広く認知されている点や、「みんなの学校プ

ロジェクト群」の実証を通じて質を高めた学校運営委員会（COGES）を機能させる 3 要素（ミニ

マムパッケージ：民主選挙、参加型学校運営手法研修、持続可能なモニタリングシステム）を効

果的に用いる点は、高く評価されるところである。 

ブルキナファソ側では、学習時間の増加などの効果のほか、女子就学の拡大や、女性（母親）

の学校訪問と学校教育への参加機会を大幅に拡大した

58
。さらに、コミューン-COGES 調整会に

よって、地域から地方教育行政へ直接的に教育問題や要望を表明する仕組みがつくられ、住民と

地方行政の共働と信頼関係の構築にも寄与している

59
。 

今後、学校運営委員会（COGES）の設置を、確実に参加型及び民主的な方法で行っていくため

に、全域・全小学校への普及においては、長い実績と検証結果を有するニジェールの「みんなの

学校プロジェクト」の教訓の活用や、「みんなの学校プロジェクト群」周辺国関係者との実証結

果の共有が重要な要素となろう。 

注視すべきブルキナファソ国内情勢としては、「持続性」にてみた地方分権化とコミューン自

治体能力の地域格差のほか、2015 年 9 月から準備が予定される大統領選及び関連条項についての

憲法改正の動きが挙げられる。PACOGES フェーズ 2 の実施にあたっては、これら現状を考慮し

つつ必要な対応が求められる。 

                                                        
58 中央プラトー州ウブリテンガ県ウルグマネガコミューン-COGES 調整会（CCC）の COGES メンバーからの聞き取り（2013

年 12 月）。 
59 中央プラトー州ウブリテンガ県アブスヤコミューンの 2 校の保護者からの聞き取り（2013 年 12 月）。 
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